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は じ め に 

 

近年、地域社会を取り巻く環境は大きな変化と問題を生

じています。人口減少・少子高齢化・東京一極集中に伴い、

将来、消滅の可能性すら危惧される地方自治体も多い中、

ライフスタイル・価値観の多様化や物価高騰などに伴い、

孤独・孤立や老々介護、生活困窮世帯の増加や虐待など、地

域福祉における課題は複雑化しております。 

本町においては、利府町総合計画（２０２１－２０３０）

の将来像「みんなの夢がかなうまち」の実現に向け、先進的な子育て支援が功を

奏し、多くの子育て世帯に選ばれるまちになっております。子育て世帯が集まる

と商業施設等も集積し、様々な交流や賑わいが生まれ、地域経済が活性化するこ

とで町財政の安定が図られるため、結果として、高齢者や障がいのある方を含め

た「全世代への福祉サービス」の増進へとつながってまいります。 

こうした中で、本町では、今後、より一層の福祉サービスの増進を図っていく

ために、この度、令和８年度から令和１２年度までの５年間の地域福祉推進の指

針となる「利府町第４期地域福祉計画」を策定しました。 

 この第４期計画では、『誰もが共に楽しく暮らせる笑顔の地域づくり』を新たな

基本理念として掲げ、また、support （支え合う）、mind （こころ）、inclusive （共

生）、link （つながり）、enjoy （楽しむ）、の頭文字から『smileプラン』 という

計画のサブタイトルを付けております。 

  「幸せだから笑顔になるのではなく、笑顔でいるから幸せになるのだ」という

アメリカの心理学者の言葉があります。 

町民、各種団体、関係機関、行政が相互に協力・連携・協働し、支え合いや絆

を深めながら、楽しく笑顔で地域づくりを推進することにより、町民の皆様と共

に、暮らしの豊かさや幸せを創出してまいりたいと考えております。 

 結びに、利府町第４期地域福祉計画の策定に御協力をいただきました策定懇話

会の皆様をはじめ、アンケート調査、関係団体ヒアリング調査等に御協力をいた

だきました町民の皆様、関係団体各位に、心から感謝を申し上げます。 

 

令和８年３月 

利府町長  熊 谷  大 
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第１章 計画策定の背景・趣旨 

１ 策定の趣旨 

近年の地域福祉を取り巻く環境をみると、人口減少・少子高齢化の進展、ライフスタイル・価

値観の多様化及び新型コロナウイルス感染症や物価高騰といった社会情勢の変化に伴い、核家族

や一人暮らし世帯が増加する中で、孤独・孤立、老々介護、ダブルケア※、ヤングケアラー※、ひ

きこもり※、8050 問題※、生活困窮世帯の増加、虐待など、生活問題は多様化しています。 

また、これらの問題は、高齢者福祉、児童福祉、障がい福祉など各制度の狭間にあるケースや、

複数の制度にまたがるケースも多く、地域福祉における課題は複合化・複雑化してきている状況

となっています。 

さらに、地域における住民同士の支え合いや助け合いの重要性が高まる中において、地域コ

ミュニティの希薄化や地域活動の担い手不足も大きな課題となっています。 

こうした中、国では、性別、出身、障がいの有無などに関わらず、子どもから高齢者まで全て

の人々が分野等を超えてつながり、生きがいを持って互いに助け合いながら、地域をともに創っ

ていく「地域共生社会」の実現を目指し、重層的支援体制の整備や他分野との連携など、各種施

策を推進しています。 

本町では、令和３年３月に策定した利府町総合計画において、「みんなの夢がかなうまち」を将

来像としており、住民一人ひとりが主役となって「誰もが幸せを実感できるまちづくり」を着実

に進めることを示しています。また、同年に策定した「利府町第３期地域福祉計画」では、「たが

いを認め合い 支え合う 幸せを実感できるまちづくり」を基本理念として、官民連携による地

域福祉の推進を図ってきました。 

本計画は、こうした社会情勢や課題、取組の経緯を踏まえ、地域共生社会の実現とより一層の

福祉向上に向け、本町の地域福祉における新たな基本理念や重点目標、各種施策を示し、住民、

行政、社会福祉法人やＮＰＯ等の民間団体、企業が一体となって地域福祉を推進していくために、

その指針となる福祉分野の最上位計画として策定するものです。 

 

※ダブルケア：子育てと親の介護を同時に行っている状態のことをいいます。 

※ヤングケアラー：本来大人が担うべき家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的に

行っている 18 歳未満の子どものことをいいます。 

※ひきこもり：学校や仕事に行かず、社会的参加を避けて、原概ね家庭にとどまり続けている状態の

ことをいいます。（他者と交わらない形での外出をしている場合も含む。） 

※8050問題 ：中高年のひきこもりを抱える世帯が増加し、「80 代」の高齢の親が「50 代」の子どもの

生活を経済的・精神的に支え続ける社会問題のことをいいます。 
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２ 計画の基本的な考え方 

（１）地域福祉とは 

地域福祉とは、地域住民がそれぞれの地域で安心して暮らせるよう、行政、地域住民、福祉サー

ビス事業者やボランティア、ＮＰＯ等様々な主体が互いに協力して、公的サービスのみではなく

住民同士が支え合う自助・共助・公助で地域づくりに取り組んでいくことです。 

  また、国が目指す「地域共生社会」には、地域における誰もが「他人事」ではなく「我が事」

として支え合える関係性に加え、「丸ごと」の包括的な仕組みを作っていく考え方が示されてお

り、本計画においても重要な考え方となります。 

 

（２）地域共生社会の理念 

全ての人々が地域、暮らし、生きがい

を共に創り、高め合うことができる 「地

域共生社会」を実現するために、地域住

民や地域の多様な関係者が、制度・分野

の「縦割り」や「支え手」「受け手」と

いう関係及び世代等の垣根を超えて地

域活動に参画し、多様なつながりの中で

一人ひとりが役割を持ち、互いに支え合

いながら、自分らしく暮らせる地域社会

を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」 

   参照：厚生労働省「地域共生社会の推進」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/index.html） 
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（３）関係者の役割 

地域福祉の推進にあたっては、地域の全ての関係者が連携・協働して取り組むことが大切であ 

り、本計画では、関係者の役割を次のように考えます。 

 

【住民】 

一人ひとりが地域の担い手として、地域への関心と愛着を持ち、挨拶や見守りなどを通じて地

域の中で交流を深めるなど、積極的に地域活動へ参画することが期待されます。 
 

【町内会】 

支え合いの地域づくりの活動主体として、地域住民の地域福祉への関心を高め、交流活動等を

充実させていくことが期待されます。 
 

【社会福祉法人、企業、民間事業者、ＮＰＯ、ボランティア団体等】 

要支援者のニーズや多様化・複雑化する福祉課題に対応した質の高い支援やサービスを提供す

ることが期待されます。 
 

【社会福祉協議会】 

地域福祉の推進を担う中核的な団体として、地域に必要な福祉サービスの提供や地域福祉活動

の情報発信、各種団体等をつなぐ調整役として活動することが期待されます。 
 

【民生委員・児童委員】 

地域住民に寄り添った見守りや相談支援等に取り組みながら、要支援者や地域の課題に気付き、

適宜、町や社会福祉協議会と情報を共有し、連携して活動することが期待されます。 
 

【保護司、更生保護女性会、人権擁護委員等】 

安全で安心な地域づくりに向け、犯罪や非行の防止と犯罪や非行からの立ち直り、再犯防止等

を推進するための活動に取り組むことが期待されます。 
 

【行政】 

公的な福祉サービスを適切に運営するとともに、既存の福祉サービスでは対応が難しいケース

への対応を行います。 

地域福祉の推進にあたっては、分野を超えた全庁的な取組が必要であることから、庁内関係各

課が一体となって施策の推進に努めます。 

 

（４）圏域の考え方 

本計画では、行政が基本的なサービス提供や専門的・広域的な対応の範囲として町全域を基本

圏域として設定し、施策を展開することとしますが、その他にも町内会・行政区、小学校区、中

学校区、地域包括支援センターの担当地域など、本町の圏域には様々な考え方があります。 

地域の特性や取り組む内容に応じて様々な立場の人が相互に協力して課題の解決にあたる協

働の仕組みづくりのさらなる推進を図ります。  
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３ 地域福祉に係る国等の動向 

（１）社会福祉法の改正と地域共生社会の実現 

平成 30 年４月の社会福祉法の一部改正により、地域福祉計画の策定が努力義務となり、国と

地方公共団体は、生活上の困難を抱える全ての人を対象とする包括的な支援体制の構築や多職種

連携の促進など、「地域共生社会の実現」に向けた取組を推進してきました。 

令和２年６月にも社会福祉法が一部改正され、地域福祉の推進は地域共生社会の実現を目指し

て行わなければならないこと、国及び地方公共団体は、地域生活課題解決に向けて包括的支援体

制の整備等必要な措置を講じること、市町村は、①属性を問わない相談支援、②多様な社会参加

に向けた支援、③地域づくりに向けた支援の３つの支援を一体的に実施する重層的支援体制整備

事業の実施等を通じて地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努

めることなどが明記され、「地域共生社会」の実現に向けたより一層の努力が官民ともに求めら

れています。 

このような法改正等を受け、令和３年には市町村地域福祉計画策定のためのガイドラインも改

正されており、これらを踏まえた計画内容とすることが求められています。 

 

【参考】市町村地域福祉計画策定ガイドラインの主な内容について  

市町村地域福祉計画（以下「地域福祉計画」という。）に盛り込むべき事項としては、法上、①地

域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事

項、②地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、③地域における社会福祉を目的

とした事業の健全な発達に関する事項、④地域福祉に関する活動への住民の参加に関する事項、⑤包

括的な支援体制の整備に関する事項の５つが掲げられており、それを踏まえなければ、法上の地域福

祉計画としては認められないものである。市町村においては、主体的にこれら５つの事項についてそ

の趣旨を斟酌し具体的な内容を示すとともに、その他の必要な事項を加え、それらを計画に盛り込む

必要がある。  

『令和３年３月31日「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」の改正について』より 

 

 

（２）生活困窮者自立支援制度と地域福祉施策との連携 

平成 28 年８月に「生活困窮者自立支援法」の施行及び「生活困窮者自立支援制度」の導入に

より、国及び地方公共団体では、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくな

る恐れのある人に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ってきました。 

単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、令和６年４月に「生活困窮者自立支援法」が改正され、生

活困窮者等の自立のさらなる推進を図るため、居住支援の強化のための措置、子どもの貧困への

対応のための措置、支援関係機関の連携強化等の措置を講ずることとされています。 

県内各市または圏域ごとに相談支援窓口を設けて、電話や来所、訪問等により相談を受け付け、

必要な支援を実施しています。  
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３ 地域福祉に係る国等の動向 
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（３）成年後見制度の利用促進に向けた取組 

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、財産管理や日常生活等において権利擁護支援を

必要とする人を支えるため、平成 28 年５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施

行され、令和４年３月には、尊厳ある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護

支援を推進するため、第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和４年度～令和８年度）が閣議

決定されました。成年後見制度の利用促進を図り、意思決定支援などの取組を推進するため、地

域連携ネットワークの一層の充実等が求められています。 

県の取組方針では、「宮城県成年後見制度利用促進協議会」の設置や、市町村に対する継続的な

研修の実施、実態把握、情報提供や相談対応等を行うこと、担い手の確保・育成のため、市民後

見人の養成について市町村と協働し、推進することが示されています。 

 

（４）孤独・孤立対策推進法など、孤独・孤立の問題への対策 

令和６年４月に「孤独・孤立対策推進法」が施行され、「孤独・孤立に悩む人を誰一人取り残さ

ない社会」等を目指し、国、地方公共団体、支援団体等の連携・協働の推進や支援人材の育成・

確保等が規定されました。また、居場所のない若年女性たちの存在の顕在化等を背景に、同月、

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行され、性差に起因して社会的に様々な

困難な問題に直面する女性を対象とした包括的な支援制度の整備が規定されました。 

 

（５）再犯の防止等の推進 

再犯を防止するためには、刑事司法手続のあらゆる段階で継続的にその社会復帰を支援するこ

とが必要であるため、平成 28 年 12 月に「再犯の防止等の推進に関する法律」が施行され、市町

村においては、再犯防止推進計画の策定が努力義務となりました。令和５年３月には「第二次再

犯防止推進計画」が閣議決定され、国と地方公共団体の役割が明確化された上で、相互の連携に

よる取組が推進されています。 

県では、令和２年３月に「宮城県再犯防止推進計画」、令和７年３月に「第二次宮城県再犯防止

推進計画」が策定されました。  
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４ 計画の法的な位置づけ 

本計画は、社会福祉法第 107 条に基づく「市町村地域福祉計画」であり、成年後見制度の利用

の促進に関する法律第 14 条に規定される「成年後見制度の利用の促進に関する施策についての

基本的な計画」、再犯の防止等の推進に関する法律第８条に規定される「地方再犯防止推進計画」

を包含するものです。 

 

■社会福祉法（抜粋） 

 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計

画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取

り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

 

■成年後見制度の利用の促進に関する法律（抜粋） 

 

（市町村の講ずる措置） 

第十四条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における

成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとと

もに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

■再犯の防止等の推進に関する法律（抜粋） 

 

（地方再犯防止推進計画） 

第八条 都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村にお

ける再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画（次項において「地方再犯防止推進計画」

という。）を定めるよう努めなければならない。 
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利府町総合計画

利府町地域福祉計画
（成年後見制度利用促進計画、再犯防止推進計画を含む）
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５ 関連計画との関係 

利府町地域福祉計画は、福祉分野における最上位計画として、その基本方針を定めるものです。 

本計画の策定にあたっては、「利府町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」、「利府町障がい者計

画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画」、「はつらつ健康利府プラン（食育推進計画含む）」、「利

府町自殺対策計画」、「利府町こども計画（子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援対策推

進行動計画、こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画含む）」などの福祉分野のほか、防

災分野等とも連携し、計画や施策の整合性を図り、策定しました。 

 

 

■計画関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



利府町第４期地域福祉計画 

8 

６ 計画の期間 

本計画は、令和８年度から令和 12 年度までの５年間を実施期間とします。 

なお、計画期間中に社会的な環境や保健・医療・福祉に関する制度などに大きな変化がみられ

た場合には、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。 

 

■地域福祉計画期間及び関係計画期間 
 

計画      年度 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 

総合計画           

地域福祉計画           

高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画 
          

こども計画           

障がい者計画           

障がい福祉計画           

障がい児福祉計画           

はつらつ健康 

利府プラン 
          

自殺対策計画           

地域防災計画           

 

 

利府町総合計画 

（令和３年度～12年度） 

第３期計画 

（令和３年度～７年度） 

第８期計画 第９期計画 第 10期計画 

第２期 

子ども・子育て支援事業計画 
こども計画 

第５期計画 第４期計画 

第７期計画 第６期計画 

第３期計画 第２期計画 

第１次計画 

第１期計画 

利府町地域防災計画 

第 11期

計画 

第４期計画 

（令和８年度～12年度） 

次期 

計画 

第２次計画 

第８期計画 

第４期計画 

第６期

計画 

第９期

計画 

第５期

計画 

第２期計画 
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７ ＳＤＧｓの推進 

ＳＤＧｓは 2015 年９月に国連で採択された「国際社会における 2030 年までの開発目標」で、

持続可能な世界を実現するための 17 のゴールと 169 のターゲット（具体目標）で構成され、「地

球上の誰一人として取り残さないこと」を理念としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町においては、行政・事業者・住民等の地域が一丸となってＳＤＧｓを推進していくために、

町の最上位計画である「利府町総合計画」で掲げる 21 の施策のうち、本計画と特に関わりの深

い 『支え合える地域福祉の形成』では、以下７つの目標に対応していることから、本計画を推進

するにあたっても特に意識し、施策の推進に取り組んでいきます。 
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８ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、町民のほか、学識経験者、福祉関係団体代表者、社会福祉を目的

とする事業の従事者等を加えた利府町地域福祉計画策定懇話会を設置し、町民や地域、団体の取

組など、各種福祉制度について、町民や専門家と協議する機会を設けるとともに、町民及び福祉

に関わる団体を対象としたアンケート調査を実施し、町民や関係者の声を計画に反映できるよう

努めてきました。 

また、幅広く町民の方よりご意見をいただくため、令和７年 11 月 27 日～12 月 26 日に本計画

の素案を本町ホームページや担当課の窓口等で公開し、パブリックコメント（地域住民等からの

意見の募集）を行い、意見の把握に努めました。 
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第２章 利府町の現状 

１ 総人口・世帯数の推移 

本町の総人口は令和２年の 35,980 人から令和４年の 36,037 人にかけては増加してきました

が、以降は減少に転じ、令和７年の総人口は 35,789 人と、令和２年から 191 人の減少となって

います。人口構成割合においては、０歳～14 歳の年少人口と 15 歳～64 歳の生産年齢人口が減少

し、65 歳以上の老年人口が増加する少子高齢化の傾向が示されています。 

 

■利府町の人口・割合等の推移 

（単位：人、％） 

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

総人口 35,980 36,033  36,037  35,869  35,804  35,789  

０歳～14 歳人口 5,236 5,142  5,088  4,936  4,829  4,769  

 （人口構成割合） 14.6％ 14.3％ 14.1％ 13.8％ 13.5％ 13.3％ 

15 歳～64 歳人口 22,358 22,214  22,000  21,820  21,644  21,479  

 （人口構成割合） 62.1％ 61.6％ 61.0％ 60.8％ 60.5％ 60.0％ 

65 歳以上人口 8,386 8,677  8,949  9,113  9,331  9,541  

 （人口構成割合） 23.3％ 24.1％ 24.8％ 25.4％ 26.1％ 26.7％ 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

 

■年代別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

5,236 5,142 5,088 4,936 4,829 4,769 

22,358 22,214 22,000 21,820 21,644 21,479 

8,386 8,677 8,949 9,113 9,331 9,541 

35,980 36,033 36,037 35,869 35,804 35,789 
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令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

０歳～14歳人口 15歳～64歳人口 65歳以上人口（人）
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２ 高齢者の暮らし 

（１）高齢者世帯数の推移 

令和７年の 65 歳以上の高齢者のいる世帯数は 6,133 世帯で、総世帯数（14,533 世帯）に占め

る割合は、42.2％となっています。特に高齢２人暮らし世帯と高齢単身世帯の増加が顕著となっ

ています。 

 

■一般世帯及び高齢者世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：宮城県高齢者人口調査（各年３月 31 日現在） 

 

  

7,917 7,940 8,019 8,728 8,249 8,400 

2,729 2,689 2,682 2,656 2,551 2,522
1,242 1,365 1,427 1,471 1,539 1,587 
1,546 1,706 1,744 1,821 1,900 1,967 

58 55 56 55 61 57 
13,492 13,755 13,928 14,731 14,300 14,533 

41.3 42.3 42.4 
40.8 42.3 42.2 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

一般世帯（高齢者のいない世帯） 高齢者を含む世帯

高齢単身世帯 高齢２人暮らし世帯

高齢３人以上暮らし世帯 高齢者のいる世帯割合
（人） （％）
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（２）要支援・要介護認定者数の推移 

本町の要支援・要介護認定者数は、令和２年の 1,242 人から、令和７年には 1,495 人と 253 人

の増加となっています。また、要支援・要介護認定者数に占める要支援１・２及び要介護１の軽

度者の割合が多くなっています。 

65 歳以上の第１号被保険者の要支援・要介護認定率は、令和２年の 14.4％から、令和７年に

は 15.5％と、1.1 ポイント増加しています。 

 

■要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（各年４月 30 日現在） 

※認定者数は第２号被保険者を含む 

※認定率は第１号被保険者のみ 

 

  

117 107 122 120 103 113 
153 128 148 170 177 153 

155 168 167 149 150 141 

254 292 297 258 244 209 

287 322 327 330 349 344 

145 
164 173 182 188 211 

131 
135 138 176 236 324 1,242 1,316 

1,372 1,385 1,447 1,495 14.4 14.7 14.9 14.7 15.0 15.5 
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要介護５ 要介護４ 要介護３ 要介護２

要介護１ 要支援２ 要支援１ 認定率
（人） （％）
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３ 出生数の推移 

 

本町の出生数は、令和２年度から令和７年度の間、200 人から 250 人の間で増減を繰り返し、

令和６年度は 232 人と、令和２年度（239 人）からは 2.9％の減少となっています。 

 

■出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年度３月 31 日現在） 

 

４ 児童人口及び母子・父子家庭の状況 

（１）児童人口の推移 

令和２年の児童人口は０～５歳児が 1,797 人、６～11 歳児が 2,220 人、12～14 歳児が 1,219

人で、令和７年には０～５歳児が 1,604 人、６～11 歳児が 2,029 人、12～14 歳児が 1,136 人と

いずれも減少しています。 

 

■児童人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 
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300

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

出生数（人）

1,797 1,760 1,736 1,678 1,613 1,604 

2,220 2,183 2,168 2,086 2,072 2,029 

1,219 1,199 1,184 1,172 1,144 1,136 

5,236 5,142 5,088 4,936 4,829 4,769 

0
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

０～５歳児童数 ６～11歳児童数 12～14歳児童数（人）
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（２）母子・父子家庭の状況 

本町の母子・父子家庭の状況では、母子家庭の母と父子家庭の父の人数を合計すると、令和２

年の 259 人から令和４年の 274 人にかけては増加していましたが減少に転じ、令和６年は 265 人

と、ほぼ横ばいとなっています。 

また、母子家庭と父子家庭及び父母のいない児童を合計すると、令和２年の 388 人から令和４

年の 416 人にかけては増加していましたが減少に転じ、令和６年は 400 人と、400 人前後で推移

しています。 

 

■母子・父子家庭の推移 

（単位：人） 

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

母子家庭の母 246 250 257 252 249 

父子家庭の父 13 18 17 17 16 

合計 259 268 274 269 265 

母子家庭の児童 366 373 383 374 372 

父子家庭の児童 21 32 32 32 27 

父母のいない児童 1 1 1 1 1 

合計 388 406 416 407 400 

資料：子ども支援課「医療助成登録者」（各年 10 月１日現在） 

 

（３）放課後児童健全育成事業の状況 

本町の放課後児童健全育成事業は、町内９か所で実施しており、児童定員数は令和２年度の 770

人から、令和７年度には 865 人と拡充しています。 

 

■放課後児童健全育成事業の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども支援課（各年度３月 31 日現在） 
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959 965 985 992 1,030 

297 317 316 324 342 
199 199 233 250 292 

1,455 1,481 1,534 1,566 1,664 

0

500

1,000

1,500

2,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

身体障がい者（児） 知的障がい者（児） 精神障がい者（児）（人）

（４）放課後子ども教室の実施状況 

放課後子ども教室の開催回数は、令和２年度は 17 回、令和３年度は８回と、新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響から少なくなっていましたが、令和４年度以降は 32 回となっています。延

べ参加人数は、令和２年度の 160 人から令和６年度は 623 人と、増加傾向で推移しています。 

 

■放課後子ども教室の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：生涯学習課（各年度３月 31 日現在） 

 

５ 障がい者（児）の暮らし 

障害者手帳所持者数は、「身体障がい者（児）」「知的障がい者（児）」「精神障がい者（児）」全

てで増加しており、令和２年度の 1,455 人と令和６年度の 1,664 人とを比較すると、14.4％の増

加となっています。また、障がい別では、令和６年度で身体障がい者が 1,030人と全体の 61.9％

を占めています。 

 

■障害者手帳所持者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域福祉課障がい福祉係「福祉行政報告例」（各年度３月 31 日現在） 
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６ 生活保護受給の状況 

生活保護受給の状況では、令和６年度末現在で生活保護受給者数が 126 人、生活保護世帯数が

83 世帯となっています。 
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資料：地域福祉課（各年度３月 31 日現在） 
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７ 犯罪・非行の状況 

（１）検挙人数、再犯者数の年別推移（宮城県）  

宮城県の検挙人数は、令和５年は 2,902 人、うち再犯者数は 1,357人となっています。再犯者

率は 46.7％となっています。 

 

■検挙人数、再犯者数の年別推移（宮城県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室 

 

（２）刑法犯少年の再犯者の状況（宮城県） 

宮城県の刑法犯少年の人数は、令和５年は 276 人、うち再犯者数は 70 人となっています。再

犯者率は 25.4％となっています。 
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資料：宮城県警生活安全部少年課「オープンデータみやぎ（県警関係）」 
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８ 調査結果からみられる現状と課題 

（１） 町民意識調査の概要 

本町における福祉に関する住民ニーズの把握と地域の特性や実状等を洗い出し、課題を分析、

検討し、計画策定の基礎資料とするため実施しました。 

 

■調査期間：令和７年２月７日（金）～令和７年２月 28 日（金） 

※集計処理にあたっては、令和７年３月 17 日（月）着分の調査票まで含めている 

■調査対象：住民基本台帳に登録された 18 歳以上の方から 2,000 名を無作為抽出 

■調査方法：郵送配付・郵送、WEB 回答 

■回収結果 

配付数 総回収数 有効回収数 回収率 

2,000  872 872 43.6％ 

 

（２） 各種団体アンケート調査の概要 

本庁における関係団体の状況や地域福祉に関する意見等を伺い、計画策定の基礎資料とするた

め実施しました。 

 

■調査期間：令和７年６月 12 日（木）～令和７年６月 27 日（金） 

※集計処理にあたっては、令和７年７月 10 日（木）着分の調査票まで含めている 

■調査対象：町内の地域福祉関係団体 10 団体を抽出 

■調査方法：郵送配付・郵送回答 

■回収結果 

配付数 総回収数 有効回収数 回収率 

10 10 10 100.0％ 

 

（３）調査結果の見方 

① ｎは比率算出の基数であり、100.0％が何人の回答に相当するかを示しています。 

② 回答の構成比は百分率であらわし、小数点第２位を四捨五入して算出しているため、単一回

答形式の質問においては、回答比率を合計しても 100.0％にならない場合があります。 

③ 回答者が２つ以上の回答をすることができる複数回答形式の質問においては、各設問の調査

数を基数として算出するため、全ての選択肢の比率を合計すると 100.0％を超えます。 

④ 図表及び本文で、選択肢の語句等を一部簡略化している場合があります。 

⑤ 「前回」とは、前回調査である令和２年３月～４月に実施した「「利府町第３期地域福祉計

画」策定に係る町民意識調査」のことを指します。  
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れば挨拶を

する

顔は知って

いるが、声

をかけるこ

とはない

ご近所の人

の顔もよく

知らない

その他 無回答

（４）町民意識調査の調査結果からみられる現状と課題 

①近所の方との付き合い状況と今後の関わり方 

・「顔を合わせれば挨拶をする」が前回と同様に 60％を超え、最も多くなっています。 

・今後は、 「ご近所の人との付き合いを大切にしたい」が 43.6％と最も多いものの、前回より 14.6

ポイント減少し、一方で、≪近所付き合いには消極的≫は前回より 7.1ポイント増加しました。 

・30 歳未満では「顔は知っているが、声をかけることはない」と 「ご近所の人の顔も良く知らな

い」を合わせると 40％を超え、今後の関わり方も、「興味がない」が 40％弱となっています。 

 

■近所の方との付き合い状況 

 

 

 

 

 

 

■今後の近所の方との関わり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■30 歳未満の近所の方との付き合い状況 ■30 歳未満の今後の近所の方との関わり方 

 

 

 

 

 

 

         

 

★近所付き合いの希薄化が進んでおり、特に若い世代で顕著となっています。 
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前回比+7.1ポイント 

≪近所付き合いには消極的≫ 

16.5％ 
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②地域への参画 

・地域の行事や地域活動等に≪参加している≫が 46.7％で、前回より 10.2 ポイント減少してお

り、具体的な活動内容は「清掃などのボランティア活動」が 65.6％と最も多くなっています。 

・30 歳未満では≪参加している≫が 14.9％と、他の年代よりも低くなっています。 

・地域活動等に≪参加していない≫が 53.0％で、その理由は「時間的な余裕がないから」が 42.4％

と最も多くなっています。 

・30 歳未満では「特に関心がないから」が 33.3％で最も多くなっています。 

 

■地域の行事、地域活動等への参加経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域の行事、地域活動の活動状況 
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無回答
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無回答
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n=(872)  

災害時の手助け

病気など緊急時の手助け

高齢者・障がい者等の見守り
（声がけ）

話し相手

買い物の手伝い

悩み事の相談相手

短時間の子どもの預かり

通院などの外出の見守り

運動などの健康づくりの手伝い

家事の手伝い

弁当の配食

その他

特に手助けをしたいと思わない

無回答
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32.9
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7.2

5.0

4.9

4.7

3.9

5.5

6.5

1.7

0 20 40 60 80
(%)

・ご近所との付き合いの中で、困っている方に対してできる手助けと、自身や家族が手助けをし

て欲しいことについては、いずれも「災害時の手助け」（できる手助け 57.0％、して欲しい手

助け 46.2％）が最も多くなっており、また、「病気など緊急時の手助け」、「高齢者・障がい者

等の見守り（声がけ）」、「話し相手」が上位となっています。 

・手助けをして欲しいことについて、70 歳以上では「話し相手」が 17.6％と他の年代よりも高

くなっています。 

・一方、「特に手助けをしてほしいとは思わない」が 31.1％となっており、ご近所付き合いや、

地域コミュニティの希薄化が懸念されます。 

 

■近所付き合いの中で、困っている方に対

してできる手助け 

■近所付き合いの中で、手助けをして欲し

いこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★生活環境が多様化する中、「時間的な余裕がない」との理由が多く、地域行事・地域活動等へ

の参加が減少傾向にあることから、清掃・ボランティア活動など「参加しやすい時間・内容」

といった工夫や積極的なＰＲが重要となります。 

★若い世代が関心を持てるような地域活動の活性化が必要です。 

★災害時の助け合いのニーズが高いことから、ご近所付き合いの希薄化や地域への関心の低下

を改善できるよう、平時からの交流や助け合いのきっかけづくりが必要です。 

★高齢者は話し相手を求めると同時に自身も話し相手になれると考えていることから、交流の 

促進が必要です。 
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といった工夫や積極的なＰＲが重要となります。 

★若い世代が関心を持てるような地域活動の活性化が必要です。 

★災害時の助け合いのニーズが高いことから、ご近所付き合いの希薄化や地域への関心の低下

を改善できるよう、平時からの交流や助け合いのきっかけづくりが必要です。 

★高齢者は話し相手を求めると同時に自身も話し相手になれると考えていることから、交流の 

促進が必要です。 

  

n=(872)  

災害時の手助け

病気など緊急時の手助け

高齢者・障がい者等の見守り
（声がけ）

話し相手

悩み事の相談相手

買い物の手伝い

短時間の子どもの預かり

通院などの外出の見守り

運動などの健康づくりの手伝い

家事の手伝い

弁当の配食

その他

特に手助けをしてほしいとは
思わない

無回答

46.2

28.8

13.6

11.1

4.8

4.2

2.9

2.6

2.6

2.4

2.1

2.8

31.1

2.1

0 20 40 60 80
(%)

70歳以上では 

17.6％と高い 
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③住民相互の自主的な支え合い等 

・住民相互の自主的な支え合い等については、≪必要だと思う≫が 87.2％を占めています。 

・住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるために利府町が行うべき支援は「地域の人々が

知り合う機会を増やす」が 34.5％と最も多く、次いで 「多様性を認め合っていくための組織づ

くり（まちづくり）を進める」が 30.2％、「支え合う地域づくりに関する意識啓発をする」が

26.7％となっています。 

 

■住民相互の自主的な支え合い等の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるために利府町が行うべき支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★近所付き合いの希薄化が進んでいますが、多くの人が「住民同士の支え合いが必要」と感じ

ていることから、住民や団体の交流の機会を拡大するとともに、支え合いや多様性を認め合

うことの重要性についての啓発などが必要となります。 

  

n=(872)  

地域の人々が知り合う機会を増やす

多様性を認め合っていくための組織づくり
（まちづくり）を進める

支え合う地域づくりに関する意識啓発をする

地域の行政区活動やボランティア活動への
参加促進や活動支援をする

地域で活動する様々な団体同士の交流を
進める

その他

特にない

無回答

34.5

30.2

26.7

20.8

15.7

3.9

8.9

6.5

0 10 20 30 40
(%)

(872)  15.9 71.3 10.1

1.5 1.1

(%)ｎ

とても必要

だと思う

ある程度必要

だと思う

あまり必要

だと思わない

まったく必要

だと思わない
無回答

≪必要だと思う≫ 

87.2％ 
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・福祉サービス充実のための行政と地域住民の関係については、「福祉を充実する責任は行政に

あるので、住民が特に協力する必要はない」は 6.0％のみとなっています。 

 

■福祉サービスの充実のための行政と地域住民の関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★福祉サービスを充実するためには、ほとんどの人が、住民と行政が協力し合うべきであると

考えています。 

★一人ひとりが地域の担い手であるという意識を持ち、住民相互の自主的な支え合いに加えて、

行政と連携し、地域課題の解決に取り組むことが必要です。 

 

  

(872)  6.0 28.0 44.4 14.2

1.9

5.5

(%)ｎ

福祉を充実す

る責任は行政

にあるので、

住民が特に協

力する必要は

ない

行政が責任を

果たすべきだ

が、手の届か

ない部分は、

住民が協力し

ていくべきで

ある

福祉の課題に

ついては、住

民も行政も協

力し合い、と

もに取り組む

べきである

まず、家庭や

地域で助け合

い、できない

場合に行政が

支援すべきで

ある

その他 無回答
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・福祉サービス充実のための行政と地域住民の関係については、「福祉を充実する責任は行政に

あるので、住民が特に協力する必要はない」は 6.0％のみとなっています。 

 

■福祉サービスの充実のための行政と地域住民の関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★福祉サービスを充実するためには、ほとんどの人が、住民と行政が協力し合うべきであると

考えています。 

★一人ひとりが地域の担い手であるという意識を持ち、住民相互の自主的な支え合いに加えて、

行政と連携し、地域課題の解決に取り組むことが必要です。 

 

  

(872)  6.0 28.0 44.4 14.2

1.9

5.5

(%)ｎ

福祉を充実す

る責任は行政

にあるので、

住民が特に協

力する必要は

ない

行政が責任を

果たすべきだ

が、手の届か

ない部分は、

住民が協力し

ていくべきで

ある

福祉の課題に

ついては、住

民も行政も協

力し合い、と

もに取り組む

べきである

まず、家庭や

地域で助け合

い、できない

場合に行政が

支援すべきで

ある

その他 無回答
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④悩みごと・相談先 

・日常生活の中での悩みや不安の状況については、「自分や家族の健康や老後」が 53.7％と最も

多くなっており、また、「地震や火事などの災害」や「地域の「安全・安心」」が前回と比較す

ると増加しています。 

・困ったときの相談先は「家族・親族」が 80.2％と非常に多く、次いで「友人・知人」が 42.1％

となっています。 

 

■日常生活での悩みや不安の状況 

 

 

 

 

 

 

 

        ■困ったときの相談先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★老後、地震などの災害、地域の安全・安心に不安を感じる人が多くなっています。 

★相談先は家族・親族や友人・知人に集中しています。いろいろな相談先があることを知って

もらえるよう、幅広い世代に対する相談先のわかりやすい周知が必要です。 

n=(872)  

家族・親族

友人・知人

役場（担当窓口）

地域包括支援センター

医療機関の窓口

職場の同僚・上司

ご近所の人

専門相談機関

社会福祉協議会

警察・消防署

福祉サービスの事業所

民生委員・児童委員

町内会長や町内会の役員

ＮＰＯやボランティア団体

その他

どこに相談したらよいか
分からない

相談する人がいない

無回答

80.2

42.1

19.4

16.7

12.5

11.8

8.3

6.8

6.5

6.2

5.0

2.4

2.3

0.5

1.5

3.2

2.9

1.4

0 20 40 60 80 100
(%)

n=(872)  

自分や家族の老後

自分や家族の健康

地震や火事などの災害

収入など経済面

介護

子どもの教育や将来

地域の「安全・安心」

働くこと（就職、失業）

地域での人間関係

住宅

生きがい

家庭内の人間関係

育児

職場での人間関係

その他

特にない

無回答

53.7

51.0

38.8

36.8

25.7

17.9

16.9

14.0

9.5

8.1

8.1

6.7

5.8

5.3

1.4

9.7

1.0

0 10 20 30 40 50 60
(%)

前回比+7.3 ポイント 

前回比+12.4ポイント 
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⑤福祉サービス等の情報提供・入手 

・保育・福祉サービス、健康づくりに関する情報を入手する必要性が「あった」が 35.7％となっ

ており、そのうち、必要とする情報が「すぐに入手できた」が 61.1％となっています。 

・福祉サービスに関する情報の入手先は、「町の広報紙やホームページ」が 52.8％と最も多くなっ

ています。 

 

■保育・福祉サービス、健康づくりに関する情報の必要性 

 

 

 

 

 

 

■必要とする情報の入手状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福祉サービスに関する情報の入手先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(872)  

町の広報紙やホームページ

役場や保健福祉センターの窓口

近所・知り合い

インターネット

地域包括支援センター

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ

社会福祉協議会

福祉サービスの事業所（保育も含む）

町事業の協力員（保健協力員、食生活改善
推進員、介護予防サポーターなど）

民生委員・児童委員

ＮＰＯやボランティア団体

その他

無回答

52.8

19.2

15.8

14.3

14.0

12.2

8.4

4.2

1.8

1.3

0.2

4.1

26.4

0 10 20 30 40 50 60
(%)

(311)  61.1 34.1 3.9

1.0

(%)ｎ

すぐに入手できた

時間がかかったが、

入手することが

できた

入手できなかった 無回答

(872)  35.7 62.7

1.6

(%)ｎ

あった なかった 無回答
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⑤福祉サービス等の情報提供・入手 

・保育・福祉サービス、健康づくりに関する情報を入手する必要性が「あった」が 35.7％となっ

ており、そのうち、必要とする情報が「すぐに入手できた」が 61.1％となっています。 

・福祉サービスに関する情報の入手先は、「町の広報紙やホームページ」が 52.8％と最も多くなっ

ています。 

 

■保育・福祉サービス、健康づくりに関する情報の必要性 

 

 

 

 

 

 

■必要とする情報の入手状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福祉サービスに関する情報の入手先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(872)  

町の広報紙やホームページ

役場や保健福祉センターの窓口

近所・知り合い

インターネット

地域包括支援センター

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ

社会福祉協議会

福祉サービスの事業所（保育も含む）

町事業の協力員（保健協力員、食生活改善
推進員、介護予防サポーターなど）

民生委員・児童委員

ＮＰＯやボランティア団体

その他

無回答

52.8

19.2

15.8

14.3

14.0

12.2

8.4

4.2

1.8

1.3

0.2

4.1

26.4

0 10 20 30 40 50 60
(%)

(311)  61.1 34.1 3.9

1.0

(%)ｎ

すぐに入手できた

時間がかかったが、

入手することが

できた

入手できなかった 無回答

(872)  35.7 62.7

1.6

(%)ｎ

あった なかった 無回答
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・福祉や健康についての情報の充実等の要望については、「高齢者や障がい者のサービス」が

42.0％と最も多く、次いで「介護保険や福祉サービス提供事業者のサービス内容」、「健康づく

り（健康保持・増進等）のサービス」の順となっています。 

 

■福祉や健康についての情報の充実等の要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★保育・福祉サービス、健康づくりに関する情報を必要とした人の多くが情報を入手できてお

り、特に広報紙やホームページの割合が多くなっています。 

★ニーズの高いサービス情報について、多様な手段であらゆる世代に積極的に発信することが

重要です。 

 

  

n=(872)  

高齢者や障がい者のサービス

介護保険や福祉サービス提供事業者のサービス内容

健康づくり（健康保持・増進等）のサービス

生活支援などのサービス

災害時における高齢者等の要支援者の避難体制

介護保険

高齢者や障がい者が生活しやすい住宅や福祉機器

子育てのサービス

健康づくりや生きがいづくりなど、学習機会
（講座や教室）

成年後見制度や虐待（高齢者・児童等）などの権利擁護

ボランティア活動やＮＰＯなどの住民活動

その他

特にない

無回答

42.0

36.5

30.4

24.0

23.5

21.0

18.8

16.7

16.7

5.8

5.6

2.1

11.6

1.6

0 10 20 30 40 50
(%)
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⑥成年後見制度 

・成年後見制度の認知度については、≪内容を知らない≫が 76.7％となっており、「名前も内容

も知っている」は 20.8％と低いものの、前回より 4.7 ポイント増加しています。 

・成年後見制度の相談窓口の認知状況は、「分からない」が 63.4％で最も多くなっています。 

 

■成年後見制度の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成年後見制度の相談窓口の認知状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★少子高齢化が進む中、「成年後見制度」という名称自体の認知度はやや高まっているものの、

多くの人は内容まで知らない状況であり、また、相談窓口についても認知度が低いことから、

情報発信等の取組が必要となります。 

 

  

n=(872)  

家庭裁判所

専門職（弁護士・司法書士等）

町役場

地域包括支援センター

社会福祉協議会

法テラス

リーガルサポート

まもりーぶ

その他

分からない

無回答

16.7

15.6

14.8

10.0

9.4

7.0

1.8

1.6

0.2

63.4

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)

(872)  20.8 53.9 22.8

2.5

(%)ｎ

名前も内容も

知っている

名前を聞いたことが

あるが、内容は

知らない

名前も内容も

知らない
無回答

≪内容を知らない≫ 

76.7％ 前回比+4.7 ポイント 
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⑥成年後見制度 

・成年後見制度の認知度については、≪内容を知らない≫が 76.7％となっており、「名前も内容

も知っている」は 20.8％と低いものの、前回より 4.7 ポイント増加しています。 

・成年後見制度の相談窓口の認知状況は、「分からない」が 63.4％で最も多くなっています。 

 

■成年後見制度の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成年後見制度の相談窓口の認知状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★少子高齢化が進む中、「成年後見制度」という名称自体の認知度はやや高まっているものの、

多くの人は内容まで知らない状況であり、また、相談窓口についても認知度が低いことから、

情報発信等の取組が必要となります。 

 

  

n=(872)  

家庭裁判所

専門職（弁護士・司法書士等）

町役場

地域包括支援センター

社会福祉協議会

法テラス

リーガルサポート

まもりーぶ

その他

分からない

無回答

16.7

15.6

14.8

10.0

9.4

7.0

1.8

1.6

0.2

63.4

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)

(872)  20.8 53.9 22.8

2.5

(%)ｎ

名前も内容も

知っている

名前を聞いたことが

あるが、内容は

知らない

名前も内容も

知らない
無回答

≪内容を知らない≫ 

76.7％ 前回比+4.7 ポイント 
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⑦生活保護、生活困窮者自立支援法（制度） 

・生活保護制度の認知度については、「聞いたことがあり内容も知っている」が 33.3％、≪内容

を知らない≫が 65.0％となっています。 

・生活困窮者自立支援法（制度）の必要性については、≪取り組むべきである≫が全ての項目で

７～９割を占めており、中でも『①自立相談支援事業』が 87.1％、『⑦生活困窮者の子どもの

学習・生活支援事業』が 86.9％と多くなっています。 

 

■生活保護制度の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生活困窮者自立支援法（制度）の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★物価高騰の影響により生活困窮の拡大が懸念される中、生活困窮者自立支援の必要性を感じ

ている人が多いことから、生活困窮者に対する適切な支援を行うことが重要です。 

  

(872)  33.3 60.1 4.9

1.7

(%)ｎ

聞いたことがあり

内容も知っている

聞いたことはあるが

内容は知らない
知らない 無回答

≪内容を知らない≫ 

65.0％ 

④就労訓練事業

⑤家計改善支援事業

⑥一時生活支援事業

⑦生活困窮者の子どもの
　学習・生活支援事業

n=(872)

①自立相談支援事業

②住居確保給付金

③就労準備支援事業

(%)

37.3

37.3

34.9

28.4

28.9

56.3

44.6

46.4

47.0

49.4

47.0

30.6

8.6

6.0

7.6

10.8

12.5

3.7

4.6

5.4

5.7

6.3

6.7

5.2

4.9

4.9

4.8

5.0

4.9

4.2

46.7 40.4 5.5 3.44.0

必要不可欠

である

どちらかという

と取り組むべき

である

あまり

取り組む

必要はない

まったく

取り組む

必要はない

無回答

≪取り組むべきである≫ 
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⑧地域福祉関係機関・団体の認知度 

・「利府町社会福祉協議会」の活動の認知度については、「名前も活動内容も知っている」は 20.9％

にとどまり、≪活動内容を知らない≫が 77.3％となっています。 

・「民生委員・児童委員」の役割の認知度については、≪知っている≫が 43.0％、≪知らない≫

が 55.5％となっています。 

・30 歳未満の場合、「利府町社会福祉協議会」の≪活動内容を知らない≫が 89.1％、「民生委員・

児童委員」の役割についても≪知らない≫が 82.4％と他の年代よりも高くなっています。 

 

■「利府町社会福祉協議会」の活動の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「民生委員・児童委員」の役割の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

■30 歳未満の「利府町社会福祉協議会」

の活動の認知度 

■30 歳未満の「民生委員・児童委員」の 

役割の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

★地域における主要な福祉団体の活動等について、積極的な周知・ＰＲを図り、認知度を高め

ることが重要です。特に若い世代にも情報が届くようＳＮＳ等の活用も必要です。 

n = (74)

よく知っている

2.7%

ある程度

知っている

14.9%

あまり

知らない

39.2%

まったく

知らない

43.2%

(872)  20.9 59.6 17.7

1.8

(%)ｎ

名前も活動内容も

知っている

名前は聞いたことが

あるが活動内容は

知らない

名前も活動内容も

知らない
無回答

≪活動内容を知らない≫ 

77.3％ 

(872)  6.2 36.8 40.7 14.8

1.5

(%)ｎ

よく

知っている

ある程度

知っている

あまり

知らない

まったく

知らない
無回答

≪知っている≫ 

43.0％ 

≪知らない≫ 

55.5％ 

≪知らない≫が

82.4％ 

n = (74)

名前も活動内容も

知っている

10.8%

名前は聞いたこと

があるが活動内容

は知らない

40.5%

名前も活動

内容も

知らない

48.6%

≪活動内容を知らない≫

が 89.1％ 
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⑧地域福祉関係機関・団体の認知度 

・「利府町社会福祉協議会」の活動の認知度については、「名前も活動内容も知っている」は 20.9％

にとどまり、≪活動内容を知らない≫が 77.3％となっています。 

・「民生委員・児童委員」の役割の認知度については、≪知っている≫が 43.0％、≪知らない≫

が 55.5％となっています。 

・30 歳未満の場合、「利府町社会福祉協議会」の≪活動内容を知らない≫が 89.1％、「民生委員・

児童委員」の役割についても≪知らない≫が 82.4％と他の年代よりも高くなっています。 

 

■「利府町社会福祉協議会」の活動の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「民生委員・児童委員」の役割の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

■30 歳未満の「利府町社会福祉協議会」

の活動の認知度 

■30 歳未満の「民生委員・児童委員」の 

役割の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

★地域における主要な福祉団体の活動等について、積極的な周知・ＰＲを図り、認知度を高め

ることが重要です。特に若い世代にも情報が届くようＳＮＳ等の活用も必要です。 

n = (74)

よく知っている

2.7%

ある程度

知っている

14.9%

あまり

知らない

39.2%

まったく

知らない

43.2%

(872)  20.9 59.6 17.7

1.8

(%)ｎ

名前も活動内容も

知っている

名前は聞いたことが

あるが活動内容は

知らない

名前も活動内容も

知らない
無回答

≪活動内容を知らない≫ 

77.3％ 

(872)  6.2 36.8 40.7 14.8

1.5

(%)ｎ

よく

知っている

ある程度

知っている

あまり

知らない

まったく

知らない
無回答

≪知っている≫ 

43.0％ 

≪知らない≫ 

55.5％ 

≪知らない≫が

82.4％ 

n = (74)

名前も活動内容も

知っている

10.8%

名前は聞いたこと

があるが活動内容

は知らない

40.5%

名前も活動

内容も

知らない

48.6%

≪活動内容を知らない≫

が 89.1％ 
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⑨防災・災害対策 

・地域の防災活動に「参加したことがある」は 38.9％、 「参加したことがない」が 44.4％で参加

したことがない人のほうが多くなっています。また、「防災活動をしているか知らない」人も

14.3％となっています。 

・災害時に不安に感じることは、「的確な情報を入手できるか」、「家族の安否確認がとれるか」、

「家にいたほうがいいのか、避難所に向かうのか判断に迷うこと」、「避難所での生活」が約５

割となっています。 

 

■住んでいる身近な地域の防災活動への参加の有無 

 

 

 

 

 

 

 

■災害時に不安に感じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★地域の防災活動に参加しやすい工夫や活動の周知が必要です。 

★災害発生時に備えて、あらかじめ災害に関する情報を周知し、住民自身の備えの強化を図 

るとともに、災害発生時に速やかな避難ができるよう迅速な情報提供体制の整備と、関係 

機関等による避難行動要支援者等の情報共有の推進が重要です。 

  

n=(872)  

的確な情報を入手できるか

家族の安否確認がとれるか

家にいたほうがいいのか、
避難所に向かうのか判断に迷うこと

避難所での生活

自身、または家族が高齢のため
速やかに避難できるか

小さい子どもがいるため
速やかに避難できるか

自身、または家族に障がいがあるため
速やかに避難できるか

その他

特になし

無回答

53.6

50.1

48.5

48.5

27.3

9.1

8.0

3.2

5.8

1.6

0 10 20 30 40 50 60
(%)

(872)  38.9 44.4

0.7

14.3

1.7

(%)ｎ

参加したことが

ある

参加したことが

ない

防災活動は実施

されていない

防災活動をして

いるか知らない
無回答
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⑩再犯防止 

・再犯者の中に生活に困っている人がいることの認知度については、「知っている」が 25.3％、

「聞いたことがある」が 42.9％、「知らなかった」が 17.5％となっています。 

・刑務所や少年院を出た人の社会復帰支援について、「地域の安全・安心のためには、ある程度支

援することは必要だ」、「行政や関係機関が責任をもって積極的に支援すべきだ」が３割台と多

くなっています。 

 

■再犯者の中に生活に困っている人がいることの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

■刑務所や少年院を出た人の社会復帰支援に対する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★再犯防止の取組について地域の理解と協力が得られるよう、取組を推進することが必要です。 

 

  

n=(872)  

地域の安全・安心のためには、ある程度支援することは
必要だ

行政や関係機関が責任をもって積極的に支援すべきだ

今あるサービスや支援を受けられるように配慮すべきだ

町民の理解と協力を得ながら、社会全体として積極的に
支援すべきだ

少年や認知症、障がいのあるような判断能力が不十分な
出所者の支援は積極的にすべきだ

罪はつぐなっているのだから、一般の町民として対応
されるよう町民や事業所への啓発が必要だ

特別な支援や配慮は必要ない

その他

特に関心はない

無回答

35.8

32.1

21.2

19.7

19.5

10.4

5.8

1.7

4.4

6.8

0 10 20 30 40
(%)

(872)  25.3 42.9 17.5 12.3

0.0 1.9

(%)ｎ

知っている
聞いたことが

ある
知らなかった

特に関心は

ない
その他 無回答
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⑩再犯防止 

・再犯者の中に生活に困っている人がいることの認知度については、「知っている」が 25.3％、

「聞いたことがある」が 42.9％、「知らなかった」が 17.5％となっています。 

・刑務所や少年院を出た人の社会復帰支援について、「地域の安全・安心のためには、ある程度支

援することは必要だ」、「行政や関係機関が責任をもって積極的に支援すべきだ」が３割台と多

くなっています。 

 

■再犯者の中に生活に困っている人がいることの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

■刑務所や少年院を出た人の社会復帰支援に対する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★再犯防止の取組について地域の理解と協力が得られるよう、取組を推進することが必要です。 

 

  

n=(872)  

地域の安全・安心のためには、ある程度支援することは
必要だ

行政や関係機関が責任をもって積極的に支援すべきだ

今あるサービスや支援を受けられるように配慮すべきだ

町民の理解と協力を得ながら、社会全体として積極的に
支援すべきだ

少年や認知症、障がいのあるような判断能力が不十分な
出所者の支援は積極的にすべきだ

罪はつぐなっているのだから、一般の町民として対応
されるよう町民や事業所への啓発が必要だ

特別な支援や配慮は必要ない

その他

特に関心はない

無回答

35.8

32.1

21.2

19.7

19.5

10.4

5.8

1.7

4.4

6.8

0 10 20 30 40
(%)

(872)  25.3 42.9 17.5 12.3

0.0 1.9

(%)ｎ

知っている
聞いたことが

ある
知らなかった

特に関心は

ない
その他 無回答
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⑪社会的孤立 

・地域住民の一員として社会的孤立に対してできることは、「相談できる機関があることを知ら

せる」が 34.5％と最も多くなっています。 

・また、 「積極的に地域の人で挨拶や声をかけあうようにする」が 31.2％、 「誰もが気軽に集まれ

る場所を作る」が 28.4％、「変わった様子がないか、日頃から気にかける」が 24.3％、「状態が

深刻化する前に、行政や民生委員・児童委員に連絡する」が 21.7％と地域における取組も多く

なっています。 

 

■地域住民の一員として社会的孤立に対してできること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★社会的孤立は健康や生活の質に悪影響を及ぼすと想定されることから、近所付き合いが活発

になるように、気軽に声をかけ合える地域づくりを進め、周囲の変化への気付き、社会的孤

立の早期発見につなげることが重要です。 

 

 

  

n=(872)  

相談できる機関があることを知らせる

積極的に地域の人で挨拶や声をかけあうよう
にする

誰もが気軽に集まれる場所を作る

変わった様子がないか、日頃から気にかける

状態が深刻化する前に、行政や民生委員・
児童委員に連絡する

悩みを抱えた人のサインに気づき、相談機関
へつなげるようにする

その他

分からない

無回答

34.5

31.2

28.4

24.3

21.7

19.0

1.7

18.3

3.1

0 10 20 30 40
(%)
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⑫居住地域や周辺環境 

・利府の住み良さ感については、≪住みやすい≫が前回よりも 1.9 ポイント増加し、89.4％と多

くなっています。 

・お住まいの地域や周辺の環境に対して感じていることは、『①地域への愛着感』を感じている

人は 86.1％と多く、次いで『②子育て環境の充実感』が 68.4％となっています。 

・一方で、『③高齢者の福祉サービスの充実感』、『④障がい者の福祉サービスの充実感』、『⑦福祉

施設等の整備感』、『⑧福祉活動の活発性』など、福祉関連の施設、サービス等について、 「分か

らない」という回答も多くなっています。 

 

■利府の住み良さ感 

 

 

 

 

 

 

 

■お住まいの地域や周辺の環境に対して感じていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★９割近くの人が住み良さ感を感じています。 

★地域への愛着感や子育て支援に対する充実感が高くなっている一方で、福祉関連の施設や

サービス、活動が認識されていないと考えられるため、積極的な周知の強化が必要です。 

(%)

②子どもがいきいきと育つための環境が
　充実している

③高齢者に対する福祉サービスが
　充実している

④障がいのある人に対する福祉サービス
　が充実している

⑤高齢者や障がいのある人にとって
　暮らしやすい環境が充実している

n=(872)

①住んでいる地域に愛着を感じている

⑩防災や防犯に対する支援や組織の体制
　が整備されている

⑥近所づきあいや助け合いなどの
　近隣関係が良好である

⑦福祉施設や福祉事業所が整備されて
　いる

⑧町民の福祉活動が活発に行なわれて
　いる

⑨急な病気やけがに対する救急医療体制
　が整備されている

17.0

4.9

4.4

3.4

6.0

4.8

2.1

6.8

3.7

51.4

31.9

26.8

23.9

48.1

32.2

23.4

33.1

31.4

10.7

16.1

13.4

19.0

20.0

15.8

20.2

17.7

17.2

5.8

7.1

7.2

10.6

9.7

6.3

9.2

13.2

9.3

12.4

37.6

45.5

40.6

14.1

38.3

43.0

26.9

36.2

2.8

2.4

2.6

2.5

2.2

2.5

2.2

2.3

2.2

36.4 49.7 5.3

3.8

3.0

1.9

そう思う

どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう思わない 分からない 無回答

(872)  34.7 54.7 6.3

2.22.1

(%)ｎ

住みやすい まあ住みやすい やや住みにくい 住みにくい 無回答

≪住みやすい≫ 

89.4％ 
前回比+1.9 ポイント 

≪感じている≫ 
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⑫居住地域や周辺環境 

・利府の住み良さ感については、≪住みやすい≫が前回よりも 1.9 ポイント増加し、89.4％と多

くなっています。 

・お住まいの地域や周辺の環境に対して感じていることは、『①地域への愛着感』を感じている

人は 86.1％と多く、次いで『②子育て環境の充実感』が 68.4％となっています。 

・一方で、『③高齢者の福祉サービスの充実感』、『④障がい者の福祉サービスの充実感』、『⑦福祉

施設等の整備感』、『⑧福祉活動の活発性』など、福祉関連の施設、サービス等について、 「分か

らない」という回答も多くなっています。 

 

■利府の住み良さ感 

 

 

 

 

 

 

 

■お住まいの地域や周辺の環境に対して感じていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★９割近くの人が住み良さ感を感じています。 

★地域への愛着感や子育て支援に対する充実感が高くなっている一方で、福祉関連の施設や

サービス、活動が認識されていないと考えられるため、積極的な周知の強化が必要です。 

(%)

②子どもがいきいきと育つための環境が
　充実している

③高齢者に対する福祉サービスが
　充実している

④障がいのある人に対する福祉サービス
　が充実している

⑤高齢者や障がいのある人にとって
　暮らしやすい環境が充実している

n=(872)

①住んでいる地域に愛着を感じている

⑩防災や防犯に対する支援や組織の体制
　が整備されている

⑥近所づきあいや助け合いなどの
　近隣関係が良好である

⑦福祉施設や福祉事業所が整備されて
　いる

⑧町民の福祉活動が活発に行なわれて
　いる

⑨急な病気やけがに対する救急医療体制
　が整備されている

17.0

4.9

4.4

3.4

6.0

4.8

2.1

6.8

3.7

51.4

31.9

26.8

23.9

48.1

32.2

23.4

33.1

31.4

10.7

16.1

13.4

19.0

20.0

15.8

20.2

17.7

17.2

5.8

7.1

7.2

10.6

9.7

6.3

9.2

13.2

9.3

12.4

37.6

45.5

40.6

14.1

38.3

43.0

26.9

36.2

2.8

2.4

2.6

2.5

2.2

2.5

2.2

2.3

2.2

36.4 49.7 5.3

3.8

3.0

1.9

そう思う

どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえば

そう思わない

そう思わない 分からない 無回答

(872)  34.7 54.7 6.3

2.22.1

(%)ｎ

住みやすい まあ住みやすい やや住みにくい 住みにくい 無回答

≪住みやすい≫ 

89.4％ 
前回比+1.9 ポイント 

≪感じている≫ 
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⑬町が重点的に取り組むべき施策 

・町が重点的に取り組むべき施策は、「身近なところでの相談窓口の充実」が 42.9％と前回より

5.2 ポイント増加しています。また、 「高齢者や障がい者の入所施設の充実」は前回より 0.8 ポ

イント減少しましたが 41.5％と４割を超えて多くなっています。 

・また、「道路・商店・病院・公共交通機関などのバリアフリー化」、 「保健福祉に関する情報提供

や制度案内の充実」、 「災害時における高齢者等の要支援者への支援体制の充実」も３割台で多

くなっています。 

・一方、「健康診断などの保健医療サービスの充実」が前回より 9.1 ポイント減少、「学校での福

祉や保健に関する教育の充実」も前回より 8.7 ポイント減少と、他の項目に比べて前回より大

きく減少しています。 

 

■利府町が重点的に取り組むべき施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★重点施策として、相談窓口や高齢者や障がい者の入所施設などの充実が求められています。 

★また、道路・商店・病院・公共交通機関などのバリアフリー化、保健福祉に関する情報提供

や制度案内の充実、災害時の支援体制の充実などが求められています。 

  

n=(872)  

身近なところでの相談窓口の充実

高齢者や障がい者の入所施設の充実

道路・商店・病院・公共交通機関などの
バリアフリー化

保健福祉に関する情報提供や制度案内の充実

災害時における高齢者等の要支援者への支援
体制の充実

住民が共に支え合う仕組みづくりへの支援

在宅福祉を支えるサービスの充実

健康診断などの保健医療サービスの充実

妊娠期から子育て期の切れ目ない支援の充実

低所得者福祉の充実

学校での福祉や保健に関する教育の充実

生活困窮者自立支援制度への取り組み

成年後見制度や虐待（高齢者・児童等）など
権利擁護への取り組み

ボランティアなどの参加の促進や支援

その他

無回答

42.9

41.5

33.7

33.6

32.1

29.9

28.8

27.5

26.5

22.6

21.4

18.0

14.7

11.6

3.4

2.2

0 10 20 30 40 50
(%)

前回比+5.2 ポイント 

前回比-0.8 ポイント 

前回比-9.1 ポイント 

前回比-8.7 ポイント 
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（５）各種団体アンケート調査の調査結果からみられる現状と課題 

①団体の活動における問題 

・「メンバーが高齢化している」が 70.0％と最も多く、次いで「新しいメンバーが入らない」が

50.0％、「活動がマンネリ化している」と 「リーダー（後継者）が育たない」がともに 40.0％、

「町民に認知されていない」、「地域のニーズが把握できていない」、「他の団体との交流機会が

乏しい」がともに 30.0％となっています。 

 

■団体の活動における問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★福祉団体が活動する中で、メンバーの高齢化、新規メンバーの加入、活動のマンネリ化、リー

ダー（後継者）の育成が大きな問題となっており、人材の確保と育成が急務となっています。 

  

n=(10)  

メンバーが高齢化している

新しいメンバーが入らない

活動がマンネリ化している

リーダー（後継者）が育たない

町民に認知されていない

地域のニーズが把握できていない

他の団体との交流機会が乏しい

参加者がいない

活動場所が確保できない

活動資金が確保できない

その他

特にない

70.0

50.0

40.0

40.0

30.0

30.0

30.0

10.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0 20 40 60 80
(%)(%)
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（５）各種団体アンケート調査の調査結果からみられる現状と課題 

①団体の活動における問題 

・「メンバーが高齢化している」が 70.0％と最も多く、次いで「新しいメンバーが入らない」が

50.0％、「活動がマンネリ化している」と 「リーダー（後継者）が育たない」がともに 40.0％、

「町民に認知されていない」、「地域のニーズが把握できていない」、「他の団体との交流機会が

乏しい」がともに 30.0％となっています。 

 

■団体の活動における問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★福祉団体が活動する中で、メンバーの高齢化、新規メンバーの加入、活動のマンネリ化、リー

ダー（後継者）の育成が大きな問題となっており、人材の確保と育成が急務となっています。 

  

n=(10)  

メンバーが高齢化している

新しいメンバーが入らない

活動がマンネリ化している

リーダー（後継者）が育たない

町民に認知されていない

地域のニーズが把握できていない

他の団体との交流機会が乏しい

参加者がいない

活動場所が確保できない

活動資金が確保できない

その他

特にない

70.0

50.0

40.0

40.0

30.0

30.0

30.0

10.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0 20 40 60 80
(%)(%)
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②地域福祉の課題 

・ 「障がいのある住民への関わりや支援」が 50.0％と最も多く、次いで「高齢者への関わりや支

援」、「ひきこもりの方がいる世帯への関わりや支援」、「福祉に関する情報発信」、「他の団体・

機関との連携・協働の体制・仕組み」がともに 40.0％、「住民の地域への関心の低さ・地域活

動に協力する住民の少なさ」が 30.0％となっています。 

 

■地域福祉の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★地域福祉の課題として、障がいのある住民、高齢者、ひきこもりの方がいる世帯への関わり

や支援、他の団体・機関との連携・協働、福祉に関する情報発信などが挙げられています。 

★要支援者に適切な支援を行うための情報の共有や支援体制の整備、他の団体・機関との連携

などといった団体の活動に係る支援が必要です。 

★それとともに町民の地域への関心を高める取組が必要です。 

 

  

その他

無回答

他の団体・機関との連携・協働の体制・仕組み

住民の地域への関心の低さ・地域活動に協力する
住民の少なさ

住民の交流機会の少なさ

子どもや子育て世帯への関わりや支援

要配慮者・避難行動要支援者への関わりや支援

n=(10)  

障がいのある住民への関わりや支援

高齢者への関わりや支援

ひきこもりの方がいる世帯への関わりや支援

福祉に関する情報発信

50.0

40.0

40.0

40.0

40.0

30.0

10.0

10.0

10.0

0.0

10.0

0 10 20 30 40 50 60
(%)(%)
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③ボランティア活動拡大のために重要だと考えること 

・ 「活動の内容を知らせる広報を充実する」が 60.0％と最も多く、次いで「地域での学習・研修

の機会や内容の充実を図る」、「地域の福祉の実態を町民に伝える」がともに 40.0％となってい

ます。 
 

■ボランティア活動拡大のために重要だと考えること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④住民相互の自主的な支え合い等 

・住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるために利府町が行うべき支援は、「地域で活動

する様々な団体同士の交流を進める」が 50.0％と最も多く、次いで 「地域の行政区活動やボラ

ンティア活動への参加促進や活動支援をする」が 40.0％となっています。 

 

■住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるために利府町が行うべき支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★福祉団体は、ボランティア活動に係るＰＲの充実を求めており、また、団体同士の交流の必

要性を強く感じています。  

無回答

地域での活動を調整する人材を育成する

学校などでの福祉教育を充実する

資金面の援助を充実する

その他

分からない

n=(10)  

活動の内容を知らせる広報を充実する

地域での学習・研修の機会や内容の充実を図る

地域の福祉の実態を町民に伝える

60.0

40.0

40.0

30.0

30.0

10.0

0.0

0.0

10.0

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)(%)

n=(10)  

地域で活動する様々な団体同士の交流を
進める

地域の行政区活動やボランティア活動への
参加促進や活動支援をする

地域の人々が知り合う機会を増やす

支え合う地域づくりに関する意識啓発をする

多様性を認め合っていくための組織づくり
（まちづくり）を進める

その他

特にない

50.0

40.0

30.0

30.0

30.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60
(%)(%)

町民アンケート 

では 15.7％ 

町民アンケート 

では 20.8％ 
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③ボランティア活動拡大のために重要だと考えること 

・ 「活動の内容を知らせる広報を充実する」が 60.0％と最も多く、次いで「地域での学習・研修

の機会や内容の充実を図る」、「地域の福祉の実態を町民に伝える」がともに 40.0％となってい

ます。 
 

■ボランティア活動拡大のために重要だと考えること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④住民相互の自主的な支え合い等 

・住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるために利府町が行うべき支援は、「地域で活動

する様々な団体同士の交流を進める」が 50.0％と最も多く、次いで 「地域の行政区活動やボラ

ンティア活動への参加促進や活動支援をする」が 40.0％となっています。 

 

■住民同士がともに支え合う地域づくりを進めるために利府町が行うべき支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★福祉団体は、ボランティア活動に係るＰＲの充実を求めており、また、団体同士の交流の必

要性を強く感じています。  

無回答

地域での活動を調整する人材を育成する

学校などでの福祉教育を充実する

資金面の援助を充実する

その他

分からない

n=(10)  

活動の内容を知らせる広報を充実する

地域での学習・研修の機会や内容の充実を図る

地域の福祉の実態を町民に伝える

60.0

40.0

40.0

30.0

30.0

10.0

0.0

0.0

10.0

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)(%)

n=(10)  

地域で活動する様々な団体同士の交流を
進める

地域の行政区活動やボランティア活動への
参加促進や活動支援をする

地域の人々が知り合う機会を増やす

支え合う地域づくりに関する意識啓発をする

多様性を認め合っていくための組織づくり
（まちづくり）を進める

その他

特にない

50.0

40.0

30.0

30.0

30.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60
(%)(%)

町民アンケート 

では 15.7％ 

町民アンケート 

では 20.8％ 
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⑤町が重点的に取り組むべき施策 

・ 「住民が共に支え合う仕組みづくりへの支援」や 「ボランティアなどの参加の促進や支援」など

町民の参画が必要な取組や 「成年後見制度や虐待（高齢者・児童等）など権利擁護への取り組

み」については、町民よりも団体で重要視されています。 

 

■利府町が重点的に取り組むべき施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★重点施策として住民が共に支え合う仕組みづくりへの支援、保健福祉に関する情報提供や制

度案内の充実などが求められています。 

★住民が共に支え合う仕組みづくりやボランティアへの参加促進といった町民参画が必要な

取組や、成年後見制度などの権利擁護の取組について、福祉団体では町民以上に重要視して

います。 

  

n=(10)  

住民が共に支え合う仕組みづくりへの支援

保健福祉に関する情報提供や制度案内の充実

ボランティアなどの参加の促進や支援

在宅福祉を支えるサービスの充実

高齢者や障がい者の入所施設の充実

災害時における高齢者等の要支援者への支援
体制の充実

成年後見制度や虐待（高齢者・児童等）など
権利擁護への取り組み

身近なところでの相談窓口の充実

道路・商店・病院・公共交通機関などの
バリアフリー化

健康診断などの保健医療サービスの充実

学校での福祉や保健に関する教育の充実

妊娠期から子育て期の切れ目ない支援の充実

生活困窮者自立支援制度への取り組み

低所得者福祉の充実

その他

60.0

60.0

40.0

40.0

40.0

40.0

40.0

30.0

30.0

20.0

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)(%)

町民アンケート 

では 29.9％ 

町民アンケート 

では 11.6％ 

町民アンケート 

では 14.7％ 
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９ 第３期地域福祉計画の重点目標の達成状況 

第３期計画では、「地域福祉活動の活性化の促進」、「地域福祉ネットワークの情報共有化」、「地

域福祉の安全・安心のまちづくり」の３項目を重点目標として掲げ、重点目標の進捗状況を示す

基準として、町民意識調査の結果等をもとに成果指標の設定を行いました。 

町民意識調査の結果から進捗状況をみると、達成となっているのは「地域福祉の安全・安心の

まちづくり」の１項目で、「地域福祉活動の活性化の促進」、「地域福祉ネットワークの情報共有

化」の２項目は未達成となっています。 

 

（１）地域福祉活動の活性化の促進 

 令和２年度

（実績値） 

令和７年度 

（目標値） 

令和７年度 

（実績値） 

達成状況 

（目標値－実績値）

今後地域での福祉活動の参加意向の向

上 
44.7％ 47.0％ 39.3％ 

-7.7 ポイント 

（未達成） 

※調査結果（現状値）･･･『今後地域での福祉活動への参加意向』 

⇒「ぜひ参加したい」「できれば参加したい」の合算数値 

◆目標値 ５年間で 2.5 ポイントの向上 

（１年あたり 0.5 ポイント以上の向上を目指す） ※小数点以下は四捨五入とする。 

 

■今後地域での福祉活動への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(872)  

2.6

36.7 44.7 14.2

1.7

(%)ｎ

ぜひ

参加したい

できれば

参加したい

あまり

参加したいと

思わない

まったく

興味がない
無回答
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９ 第３期地域福祉計画の重点目標の達成状況 

第３期計画では、「地域福祉活動の活性化の促進」、「地域福祉ネットワークの情報共有化」、「地

域福祉の安全・安心のまちづくり」の３項目を重点目標として掲げ、重点目標の進捗状況を示す

基準として、町民意識調査の結果等をもとに成果指標の設定を行いました。 

町民意識調査の結果から進捗状況をみると、達成となっているのは「地域福祉の安全・安心の

まちづくり」の１項目で、「地域福祉活動の活性化の促進」、「地域福祉ネットワークの情報共有

化」の２項目は未達成となっています。 

 

（１）地域福祉活動の活性化の促進 

 令和２年度

（実績値） 

令和７年度 

（目標値） 

令和７年度 

（実績値） 

達成状況 

（目標値－実績値）

今後地域での福祉活動の参加意向の向

上 
44.7％ 47.0％ 39.3％ 

-7.7 ポイント 

（未達成） 

※調査結果（現状値）･･･『今後地域での福祉活動への参加意向』 

⇒「ぜひ参加したい」「できれば参加したい」の合算数値 

◆目標値 ５年間で 2.5 ポイントの向上 

（１年あたり 0.5 ポイント以上の向上を目指す） ※小数点以下は四捨五入とする。 

 

■今後地域での福祉活動への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(872)  

2.6

36.7 44.7 14.2

1.7

(%)ｎ

ぜひ

参加したい

できれば

参加したい

あまり

参加したいと

思わない

まったく

興味がない
無回答
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（２）地域福祉ネットワークの情報共有化 

 令和２年度

（実績値） 

令和７年度 

（目標値） 

令和７年度 

（実績値） 

達成状況 

（目標値－実績値）

福祉に関する必要な情報が提供されて

いると思う町民の割合 
64.2％ 67.0％ 61.1％ 

-5.9 ポイント 

（未達成） 

※調査結果（現状値）･･･『保育・福祉サービス、健康づくりに関して必要とする情報の入手状況』 

⇒「すぐに入手できた」の数値 

◆目標値 ５年間で 2.5 ポイントの向上 

（１年あたり 0.5 ポイント以上の向上を目指す） ※小数点以下は四捨五入とする。 

 

■必要とする情報の入手状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(311)  61.1 34.1 3.9

1.0

(%)ｎ

すぐに入手できた

時間がかかったが、

入手することが

できた

入手できなかった 無回答
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（３）地域福祉の安全・安心のまちづくり 

 令和２年度

（実績値） 

令和７年度 

（目標値） 

令和７年度 

（実績値） 

達成状況 

（目標値－実績値）

日常生活で困ったことがあったときに

相談できる人がいる町民の割合 
88.8％ 

現状維持 

（88.8％） 
92.5％ 

+3.7 ポイント 

（達成） 

※調査結果（現状値）･･･『日常生活で困ったことがあったときに相談の状況』 

⇒「相談できた （「どこに相談したよいか分からない」、「相談する人がいな

い」、「無回答」以外の回答をした人）」の数値 

◆目標値 ５年間で現状維持以上 

 

■困ったときの相談先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=(872)  

家族・親族

友人・知人

役場（担当窓口）

地域包括支援センター

医療機関の窓口

職場の同僚・上司

ご近所の人

専門相談機関

社会福祉協議会

警察・消防署

福祉サービスの事業所

民生委員・児童委員

町内会長や町内会の役員

ＮＰＯやボランティア団体

その他

どこに相談したらよいか
分からない

相談する人がいない

無回答

80.2

42.1

19.4

16.7

12.5

11.8

8.3

6.8

6.5

6.2

5.0

2.4

2.3

0.5

1.5

3.2

2.9

1.4

0 20 40 60 80 100
(%)

相談できた 

92.5％ 
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（３）地域福祉の安全・安心のまちづくり 

 令和２年度

（実績値） 

令和７年度 

（目標値） 

令和７年度 

（実績値） 

達成状況 

（目標値－実績値）

日常生活で困ったことがあったときに

相談できる人がいる町民の割合 
88.8％ 

現状維持 

（88.8％） 
92.5％ 

+3.7 ポイント 

（達成） 

※調査結果（現状値）･･･『日常生活で困ったことがあったときに相談の状況』 

⇒「相談できた （「どこに相談したよいか分からない」、「相談する人がいな

い」、「無回答」以外の回答をした人）」の数値 

◆目標値 ５年間で現状維持以上 

 

■困ったときの相談先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=(872)  

家族・親族

友人・知人

役場（担当窓口）

地域包括支援センター

医療機関の窓口

職場の同僚・上司

ご近所の人

専門相談機関

社会福祉協議会

警察・消防署

福祉サービスの事業所

民生委員・児童委員

町内会長や町内会の役員

ＮＰＯやボランティア団体

その他

どこに相談したらよいか
分からない

相談する人がいない

無回答

80.2

42.1

19.4

16.7

12.5

11.8

8.3

6.8

6.5

6.2

5.0

2.4

2.3

0.5

1.5

3.2

2.9

1.4

0 20 40 60 80 100
(%)

相談できた 

92.5％ 
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第３章 計画の基本理念・方針 

１ 基本理念 

前計画では、利府町総合計画の将来像を踏まえ、『たがいを認め合い 支え合う 幸せを実感で

きるまちづくり』という基本理念のもと、地域住民と行政、福祉の関係者や事業所等が連携し、

地域の様々な課題を解決しながら、より良いまちづくりを進めてきました。 

本計画においては、大きく変化する社会情勢や多様化・複合化・複雑化する地域課題に対応す

るとともに、国が目指す地域共生社会の実現に向け、多様なつながりの中で互いに支え合いなが

ら、自分らしく生きがいを持って暮らせる地域を目指し、新たな理念を「支え合いの心がつなが

り、誰もが共に楽しく暮らせる『笑顔の地域づくり』」と定めます。 

この理念に基づき、地域の全ての関係者が交流等を深め、地域における支え合いや助け合いの

心がつながり、性別、年齢、出身、障がいの有無などに関わらず、誰もが笑顔で暮らせる地域を

創っていきます。 

 

 

※英語の頭文字をとって、 

本計画の愛称を 

「ｓｍｉｌｅプラン」とします。 
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２ 重点目標 

町の現状や町民アンケート、団体アンケートからの課題及び本計画の基本理念「支え合いの心

がつながり、誰もが共に楽しく暮らせる『笑顔の地域づくり』」を踏まえ、福祉の各分野における

取組を効果的に推進していくため、次の３つを重点目標として掲げ、施策の展開を図ります。 

 

 １ 地域コミュニティの強化  

前計画では「地域福祉活動の活性化の促進」を重点目標の１つとして取り組んできました

が、今回のアンケート調査の結果をみると地域活動への参加意向は低下しています。 

少子高齢化が進行する中、自然災害も多くなっており、平時・有事いずれにおいても、「支

え合いの地域づくり」が必要となることから、ご近所付き合いの希薄化を改善し、地域コミュ

ニティの強化を図ることが重要です。 

清掃活動や地域での挨拶など、地域福祉活動のハードルを下げ、普段の暮らしの中で気軽 

に取り組めるよう、きっかけや意識づくり、地域での交流イベントを促進していきます。 

 

 

 ２ 福祉情報の充実化  

アンケート調査では、福祉に関する情報を必要とした人の多くが情報を入手できた結果と

なったものの、一方で、「保健福祉に関する情報や制度案内の充実」に重点的に取り組むべき

という回答が、町民、福祉団体ともに上位となっています。 

また、情報の入手先として、広報紙やホームページは活用されているものの、必要としてい

る情報にすぐにアクセスできないという意見もあり、情報アクセスの利便性の向上に向け、

多様な媒体による福祉情報の充実化を推進していきます。 

 

 

 ３ 若い世代の参画促進  

アンケート調査の結果をみると、ご近所付き合い、地域活動への参加、福祉団体の認知度に

ついて、若い世代ほど低下の傾向が大きくなっています。地域活動に参加できない理由では、

「時間的な余裕がない」が最も多いことから、特に、時間的な余裕がないと考えられる子育て

世代などが参加しやすい工夫を行うなど、若い世代の地域活動への参画促進に取り組みます。 

また、福祉団体においては、メンバーが高齢化しているほか、新しいメンバーが入らないな

ど、新たな人材の確保が課題となっているため、福祉団体等の活動ＰＲについて、ＳＮＳの活

用やイベントの開催など、若い世代の興味を引くような取組を推進していきます。 
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２ 重点目標 

町の現状や町民アンケート、団体アンケートからの課題及び本計画の基本理念「支え合いの心

がつながり、誰もが共に楽しく暮らせる『笑顔の地域づくり』」を踏まえ、福祉の各分野における

取組を効果的に推進していくため、次の３つを重点目標として掲げ、施策の展開を図ります。 

 

 １ 地域コミュニティの強化  

前計画では「地域福祉活動の活性化の促進」を重点目標の１つとして取り組んできました

が、今回のアンケート調査の結果をみると地域活動への参加意向は低下しています。 

少子高齢化が進行する中、自然災害も多くなっており、平時・有事いずれにおいても、「支

え合いの地域づくり」が必要となることから、ご近所付き合いの希薄化を改善し、地域コミュ

ニティの強化を図ることが重要です。 

清掃活動や地域での挨拶など、地域福祉活動のハードルを下げ、普段の暮らしの中で気軽 

に取り組めるよう、きっかけや意識づくり、地域での交流イベントを促進していきます。 

 

 

 ２ 福祉情報の充実化  

アンケート調査では、福祉に関する情報を必要とした人の多くが情報を入手できた結果と

なったものの、一方で、「保健福祉に関する情報や制度案内の充実」に重点的に取り組むべき

という回答が、町民、福祉団体ともに上位となっています。 

また、情報の入手先として、広報紙やホームページは活用されているものの、必要としてい

る情報にすぐにアクセスできないという意見もあり、情報アクセスの利便性の向上に向け、

多様な媒体による福祉情報の充実化を推進していきます。 

 

 

 ３ 若い世代の参画促進  

アンケート調査の結果をみると、ご近所付き合い、地域活動への参加、福祉団体の認知度に

ついて、若い世代ほど低下の傾向が大きくなっています。地域活動に参加できない理由では、

「時間的な余裕がない」が最も多いことから、特に、時間的な余裕がないと考えられる子育て

世代などが参加しやすい工夫を行うなど、若い世代の地域活動への参画促進に取り組みます。 

また、福祉団体においては、メンバーが高齢化しているほか、新しいメンバーが入らないな

ど、新たな人材の確保が課題となっているため、福祉団体等の活動ＰＲについて、ＳＮＳの活

用やイベントの開催など、若い世代の興味を引くような取組を推進していきます。 
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３ 基本目標 

本計画では前計画の「地域づくり」、「人づくり」、「基盤づくり」の３つに「仕組み」の視点を

加え、次のとおり地域福祉推進の主軸として基本目標に位置づけます。 

 

 １ 住民が主体的に支え合う 地域・人づくり  

地域福祉活動は多くの人の善意や使命感によって支えられています。地域での福祉活動を

積極的に推進するために、より多くの人に福祉活動の大切さや尊さを理解してもらい、福祉

活動への参加意識の向上を図ります。 

支え合いの地域づくりに向けて、福祉情報の発信や学習機会の提供、交流機会の充実によ

り、まずは、第一歩目となる福祉意識の醸成からしっかりと取り組み、また、新たな担い手の

発掘・育成やボランティア・ＮＰＯの促進にも取り組んでいきます。 

 

 

 ２ 地域における支え合いの 仕組みづくり  

地域共生社会の実現に向け、誰もが住み慣れた地域で生活できるよう、町内会や社会福祉

協議会、福祉団体をしっかりと支援するとともに、住民の健康づくりと生きがいづくりを支

援することにより、地域活動の活性化を図っていきます。 

また、こども ・若者やひとり暮らしの高齢者、障がいのある人や生活に悩みを抱える人など

を地域住民全体で見守り、適切に相談へとつなげられる仕組みづくりを進めていきます。 

なお、「成年後見制度利用促進計画」及び「再犯防止推進計画」についても包含します。 

 

 

 ３ 連携と共働で築く地域福祉の 基盤づくり  

高齢化や単身世帯の増加、社会的孤立などの影響により、人々が暮らしていく上での課題

は複雑化するとともに、保健、医療、福祉その他複数の分野にまたがるなど複合化していま

す。そのため、連携・協働の支え合いの基盤づくりとして包括的支援体制の充実や保健・医

療・福祉の連携によるネットワーク連携を図ります。 

また、近年、頻繁に発生している自然災害に備え、地域での防災・防犯体制を強化するとと

もに、高齢者にも障がいがある人にも住み良い、誰もが地域で安心して生活するための総合

的な基盤づくりに努めます。 

  



利府町第４期地域福祉計画 

46 

４ 施策の体系 

本計画では、町の現状や町民アンケート及び団体アンケートに基づく課題を踏まえ、施策体系

を以下のように位置づけています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 施策の方向 施策（具体的な取組）

１ 住民が主体的に
支え合う
地域・人づくり

（１）福祉意識の醸成

①福祉情報の発信の強化

③地域における交流機会の充実

（２）福祉活動の担い手
の育成

①地域活動の人材発掘・育成

②ボランティア・NPO活動の促進

２ 地域における
支え合いの
仕組みづくり

（１）地域活動の活性化

①町内会活動等への支援

②社会福祉協議会、福祉団体等への支援

（２）見守り支援等の充実
①日常的な見守り・相談支援の推進

②権利擁護の推進

基本理念

支え合いの心がつながり、誰もが共に楽しく暮らせる「笑顔の地域づくり」

地域コミュニティの強化 福祉情報の充実化 若い世代の参画促進
重点
目標

②福祉に関する学習機会の提供

（１）包括的な支援体制
の推進

３ 連携と協働で
築く地域福祉の
基盤づくり

①包括的な相談・支援体制の構築

（２）福祉サービスの充実
①福祉サービスの質の向上

（３）安全・安心の
住み良い地域づくり

②保健・医療・福祉の連携

①防災・防犯体制の充実

②住みやすい地域づくりの推進

②就労・社会参加への自立支援

③健康づくり・生きがいづくりの支援

（３）成年後見制度の利用促進
【利府町成年後見制度利用促進計画】

①成年後見制度の利用促進

（４）再犯防止対策の推進
【利府町再犯防止推進計画】

①再犯防止対策の推進
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４ 施策の体系 

本計画では、町の現状や町民アンケート及び団体アンケートに基づく課題を踏まえ、施策体系

を以下のように位置づけています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 施策の方向 施策（具体的な取組）

１ 住民が主体的に
支え合う
地域・人づくり

（１）福祉意識の醸成

①福祉情報の発信の強化

③地域における交流機会の充実

（２）福祉活動の担い手
の育成

①地域活動の人材発掘・育成

②ボランティア・NPO活動の促進

２ 地域における
支え合いの
仕組みづくり

（１）地域活動の活性化

①町内会活動等への支援

②社会福祉協議会、福祉団体等への支援

（２）見守り支援等の充実
①日常的な見守り・相談支援の推進

②権利擁護の推進

基本理念

支え合いの心がつながり、誰もが共に楽しく暮らせる「笑顔の地域づくり」

地域コミュニティの強化 福祉情報の充実化 若い世代の参画促進
重点
目標

②福祉に関する学習機会の提供

（１）包括的な支援体制
の推進

３ 連携と協働で
築く地域福祉の
基盤づくり

①包括的な相談・支援体制の構築

（２）福祉サービスの充実
①福祉サービスの質の向上

（３）安全・安心の
住み良い地域づくり

②保健・医療・福祉の連携

①防災・防犯体制の充実

②住みやすい地域づくりの推進

②就労・社会参加への自立支援

③健康づくり・生きがいづくりの支援

（３）成年後見制度の利用促進
【利府町成年後見制度利用促進計画】

①成年後見制度の利用促進

（４）再犯防止対策の推進
【利府町再犯防止推進計画】

①再犯防止対策の推進
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施策の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





第４章 施策の展開 

47 

第４章 施策の展開 

基本目標１ 住民が主体的に支え合う地域・人づくり 

施策の方向（１） 福祉意識の醸成 

■現状と課題■ 

少子高齢化の進行やコロナ禍の影響といった社会環境の変化に伴い、近所付き合いや地域のつ

ながりの希薄化が進んでおり、アンケート結果では、多くの住民が「支え合いの必要性・重要性」

を認識しているものの、実際の行動にはつながっていない状況となっています。 

このことから、まずは、挨拶を交わす、荷物を運ぶのを手伝う、募金をするなど「自分の身近

な範囲でできることも地域福祉活動のひとつ」という理解を広めながら、地域福祉に関する意識

の醸成に取り組んでいくことが重要です。 

特に、今後の地域の担い手である若い世代において、近所付き合いや地域のつながりの希薄化

が顕著となっていることから、若い世代を巻き込んだ地域コミュニティづくりや地域活動の活性

化が急務となっています。 

 

●取組の方向性● 

一人ひとりが地域に関心を持ち、地域の中で、互いに助け合い、困りごとを抱えている人を地

域全体で支えられるよう、近所付き合いや地域のつながりの希薄化の改善に向け、まずはその一

歩目となる意識の醸成からしっかりと取り組んでいきます。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・積極的に挨拶をするなど、日頃から近所付き合いを大切にします。 

・地域の出来事に関心を持ち、地域のつながりを深めます。 

・地域の担い手であるという意識を持って、地域行事や様々なコミュニティ活動にで

きるだけ参加します。 

・自分の経験や技能を活かして地域課題の解決に取り組んでいけるよう、講座や研修

会などにできるだけ参加します。 
 

地域の 

取組 

・地域の特性に応じた様々なコミュニティ活動を行います。 

・地域行事やコミュニティ活動の情報を提供し、住民への周知と参加促進を図ります。 

・社会福祉協議会など関係機関・団体と連携し、自主的な福祉活動を展開します。 

・地域の公民館、集会所等の地域の活動拠点となる施設を活用し、住民同士の交流促

進のための拠点づくりに努めます。 
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〇町が取り組むこと〇 

施策① 福祉情報の発信の強化 

・障がい福祉、高齢者福祉、児童福祉など、地域福祉に関する支援制度やイベントの開催情報

等について、積極的な情報発信に取り組みます。 

・若い世代から高齢者まで誰でも必要な福祉情報が得られるよう、町の広報紙やホームページ、

「利府町行政情報一斉配信サービス」を含めたＳＮＳやイベント時のＰＲなど、対象者に合

わせた多様な媒体による情報発信に取り組みます。 

・赤ちゃんハイハイレースをはじめ、民間と連携した集客力のあるイベントや若い世代も気軽

に参加できるイベント等の開催により、児童福祉や地域福祉などに関する情報発信に取り組

みます。 

・地域活動や各福祉団体活動を広めるための周知・ＰＲを積極的に支援します。 

 

主な関連事業 担当課・係 

福祉情報発信事業 地域福祉課 福祉総務係 

社会を明るくする運動啓発事業 地域福祉課 福祉総務係 

子育て情報発信事業 子ども支援課 子ども企画係 

ベビーファースト推進事業 子ども支援課 子ども企画係 

第２次はつらつ健康利府プラン推進事業 健康推進課 健康総務係 

母子健康手帳サービス業務事業 子ども家庭センター 親子保健係 

広報・広聴事業 秘書政策課 秘書広報係 

シティプロモーションアドバイザリー事業 商工観光課 シティセールス係 
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〇町が取り組むこと〇 
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施策② 福祉に関する学習機会の提供 

・手話教室や認知症サポーター養成講座をはじめ、障がい理解、介護予防、健康づくりなど、

多くの人が地域福祉に関する理解を深められるよう各種講座や講演会を開催します。 

・小学校での人権教室をはじめ、学校や福祉団体との連携による取組を支援します。 

・児童クラブや児童センター・地区児童館における更生保護女性会や人権擁護委員、町内会の

方々との交流事業など、子どもたちが地域福祉を学ぶ環境づくりに取り組みます。 

 

主な関連事業 担当課・係 

人権啓発事業 地域福祉課 福祉総務係 

手話奉仕員養成事業 地域福祉課 障がい福祉係 

障がい理解啓発事業 地域福祉課 障がい福祉係 

認知症サポーター養成講座 地域福祉課 介護福祉係 

介護予防サポーター養成講座 地域福祉課 介護福祉係 

児童クラブ運営事業 子ども支援課 子ども企画係 

児童センター・地区児童館運営事業 子ども支援課 子ども企画係 

ゲートキーパー養成事業 健康推進課 健康総務係 

食生活改善推進員養成事業 健康推進課 健康総務係 

青少年健全育成事業 生涯学習課 生涯学習係 
    



利府町第４期地域福祉計画 

50 

施策③ 地域における交流機会の充実 

・地域における世代間交流や居場所づくりを目的とした地域食堂の運営支援など、支え合いの

地域づくりに向けた福祉活動の支援に積極的に取り組みます。 

・社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会をはじめとする各種福祉団体の活動資金の補助や

運営支援により、地域での交流機会の充実につなげます。 

・高齢者向けの「高齢者元気アップポイント事業」などの取組を通じて、健康の保持増進や健

康寿命の延伸を図ることに併せて、交流の促進に取り組みます。 

・生活支援コーディネーターと連携し、地域におけるネットワークの構築を図り、地域資源の

開発や高齢者のニーズの情報共有等の生活支援体制整備事業に取り組みます。 

・児童センター・地区児童館において、遊びや体験 ・様々な人との交流や放課後安心して過ご

せる場、子育て中の親や乳幼児を支援する場を提供します。 

 

主な関連事業 担当課・係 

地域食堂補助金事業 地域福祉課 福祉総務係 

社会福祉協議会補助金交付事業 地域福祉課 福祉総務係 

民生委員補助金交付事業 地域福祉課 福祉総務係 

障がい者交流会事業 地域福祉課 障がい福祉係 

高齢者元気アップポイント事業 地域福祉課 介護福祉係 

フレイル予防、筋トレ、健康マージャン等介護予防事業 地域福祉課 介護福祉係 

生活支援体制整備事業 地域福祉課 介護福祉係 

児童センター・地区児童館運営事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

食生活改善推進員協議会補助金交付事業 健康推進課 健康総務係 

高齢者の居場所づくり活動支援事業 健康推進課 長生き支援係 

老人福祉センター活性化事業 

（いきいきライフアップひろば） 
健康推進課 長生き支援係 

老人クラブ事業 健康推進課 長生き支援係 

世代間交流推進事業 

（世代間交流事業、放課後子ども教室事業） 
生涯学習課 生涯学習係 

文化交流センター管理運営事業 
生涯学習課  

文化振興・リフノス係 

分館長・公民館活動事業 
生涯学習課  

文化振興・リフノス係 
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施策の方向（２） 福祉活動の担い手の育成 

■現状と課題■ 

住民が抱える課題の複合化・複雑化が進み、従来の介護保険制度、障がい者支援制度、子ども・

子育て支援制度などの単一の制度のみでは解決が困難な課題が増えてきており、行政サービスを

中心とする公助のみでは、住民が望む細やかな対応をすることが難しいケースも出ています。 

アンケート結果では多くの住民が「福祉サービスの充実に向けては住民と行政が協力し合うべ

き」と考えており、社会福祉協議会や民生委員・児童委員、ボランティア団体やＮＰＯ、町内会

の重要性は増していますが、その一方で、各種団体においては、メンバーの高齢化が進み、後継

者の育成が急務となっている状況にあります。 

また、若い世代ほど、地域活動への興味関心や福祉団体に対する認知度は低くなっている傾向

であることから、若い世代の人材確保・育成に向けては、各種団体の活動内容や活動成果等につ

いて若い世代に知ってもらい、興味・関心を持ってもらうことが重要となります。 

 

●取組の方向性● 

地域福祉活動の入り口として、まずは身近な町内会活動やボランティア活動への参加拡大に向

け、活動に参加しやすい環境づくりや情報提供などのきっかけづくりを行います。 

地域や関係機関・団体等と連携し、研修などの機会を通じて地域での福祉活動を担う人材の確

保や育成を進めます。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・自分の経験や技能を地域の福祉活動に生かします。 

・住んでいる地域に関心を持ち、自分にできる地域活動やボランティア活動の情報を

収集し、積極的に参加します。 

・福祉や救命救急、特殊詐欺防止などの講習会や防災訓練その他のイベントに、近隣

や知人で誘い合って参加し、知識を深め、いざという時に備えます。 
 

地域の 

取組 

・各種サポーター養成やボランティア育成のための講座や研修の機会を充実し、地域

活動の担い手の育成を行います。 

・町内会や民生委員・児童委員、保健協力員、社会福祉協議会と連携し、地域におけ

る自主活動を推進するリーダーの育成や活動支援を行います。 

・日々の見守り活動などから、困りごとを抱えている人や地域の課題に気づき、支援

につなげることができる地域福祉の担い手の育成を行います。 
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〇町が取り組むこと〇 

施策① 地域活動の人材発掘・育成 

・町内会や関係機関・団体等と連携し、様々な講座や研修の機会を通じて地域福祉のリーダー

や新たな担い手などの人材発掘・育成を図ります。 

・地域活動についての周知ＰＲを強化するとともに、開催日時や場所を工夫するなど、誰もが

参加しやすい環境づくりに努めます。 

・時間的に余裕がない若い世代が興味・関心を持つようなイベントの開催に取り組むとともに、

当該イベント運営の協力者等とつながりを構築し、新たな人材発掘を図ります。 

 

主な関連事業 担当課・係 

手話奉仕員養成事業（再掲） 地域福祉課 障がい福祉係 

認知症サポーター養成講座（再掲） 地域福祉課 介護福祉係 

介護予防サポーター養成講座（再掲） 地域福祉課 介護福祉係 

保健協力員事業 健康推進課 健康総務係 

食生活改善推進員養成事業（再掲） 健康推進課 健康総務係 

子育て支援事業運営事業 子ども家庭センター 子ども家庭係 

まちづくり支援事業 生活環境課 町民協働係 

男女共同参画推進事業 生活環境課 町民協働係 

まち・ひと・しごと創造ステーション運営事業 商工観光課 シティセールス係 

青少年教育事業 生涯学習課 生涯学習係 
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施策② ボランティア・ＮＰＯ活動の促進 

・更生保護女性会やボランティア友の会など、本町を拠点として活動するボランティア団体や

ＮＰＯ等に対し、地域福祉活動の継続や活性化のための支援を行います。 

・ボランティア団体やＮＰＯ等の活動について広く周知を行うなど、団体が地域で活動しやす

い環境づくりとともに、住民が活動に参加しやすい環境づくりに努めます。 

・地域で取り組む研修や交流会など、担い手の確保につながる活動の場の確保を支援します。 

・災害時における救護活動をはじめ、人道的活動を行う日本赤十字社の地区分区業務として、

会費や義援金の募集等を行います。 

 

主な関連事業 担当課・係 

日本赤十字社地区分区事業 地域福祉課 福祉総務係 

食生活改善推進員支援事業 健康推進課 健康総務係 

高齢者いきいき活動ポイント事業 健康推進課 長生き支援係 

子育て支援事業運営事業（再掲） 子ども家庭センター 子ども家庭係 

まちづくり支援事業（再掲） 生活環境課 町民協働係 

まち・ひと・しごと創造ステーション運営事業 

（再掲） 
商工観光課 シティセールス係 
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基本目標２ 地域における支え合いの仕組みづくり 

施策の方向（１） 地域活動の活性化 

■現状と課題■ 

少子高齢化の進行や自然災害の発生が大きな課題となる中、平時でも有事でも支え合える地域

環境をつくるためには、住民、町内会、社会福祉協議会及び各福祉団体等の地域活動を一層活性

化させていくことが重要となります。また、高齢者や障がいのある人等が地域活動や就労等を通

じて自身の力を発揮し、生きがいをもって生活できる社会づくりに向けて、誰もが参加しやすい

地域活動と就労の支援を推進していく必要があります。 

本町においては、令和７年度より、「高齢者元気アップポイント事業」や「高齢者セカンドライ

フ応援助成金交付事業」といった高齢者の健康の維持増進、健康寿命の延伸及び生きがいづくり

を支援する取組のほか、「地域食堂事業補助金」など地域での交流を促進する新たな事業を開始

しており、誰もが生き生きと暮らせる地域づくりにつなげることを目指しています。 

 

●取組の方向性● 

地域活動の活性化に向け、あらゆる世代が気軽に参加できる交流等を促進します。 

また、高齢者がいつまでも生き生きと地域活動に参加できるよう、健康の維持増進や生きがい

づくりの支援に取り組みます。 

ならびに、高齢者や障がいのある人等の就労や社会参加、生きがいづくり等の活動を支援しま

す。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・地域で行われる様々なイベントに参加します。 

・生涯学習活動やスポーツ等を通じた健康づくり、生きがいづくりに取り組みます。 

・就労の機会や地域での役割を通じて、自身の経験や能力を活かせるよう心がけます。 
 

地域の 

取組 

・町内会等と連携して様々なイベントやサークル活動等の情報について周知を行い、

住民の参加のきっかけづくりにつなげます。 

・講座やサークル活動などを通じた生涯学習活動や生涯スポーツの普及に努めます。 

・地域食堂の取組を通じて、障がいのある人への理解促進や世代間交流の活性化を図

ります。 

・地域における「つながりづくり」のきっかけのひとつとして、老人クラブや地域活

動の活性化を図ります。 

・関係団体や企業・事業所等と連携して、高齢者や障がいのある人等が身近な地域で

活躍できるよう支援します。 
 
   



利府町第４期地域福祉計画 

54 

基本目標２ 地域における支え合いの仕組みづくり 

施策の方向（１） 地域活動の活性化 

■現状と課題■ 

少子高齢化の進行や自然災害の発生が大きな課題となる中、平時でも有事でも支え合える地域

環境をつくるためには、住民、町内会、社会福祉協議会及び各福祉団体等の地域活動を一層活性

化させていくことが重要となります。また、高齢者や障がいのある人等が地域活動や就労等を通

じて自身の力を発揮し、生きがいをもって生活できる社会づくりに向けて、誰もが参加しやすい

地域活動と就労の支援を推進していく必要があります。 

本町においては、令和７年度より、「高齢者元気アップポイント事業」や「高齢者セカンドライ

フ応援助成金交付事業」といった高齢者の健康の維持増進、健康寿命の延伸及び生きがいづくり

を支援する取組のほか、「地域食堂事業補助金」など地域での交流を促進する新たな事業を開始

しており、誰もが生き生きと暮らせる地域づくりにつなげることを目指しています。 

 

●取組の方向性● 

地域活動の活性化に向け、あらゆる世代が気軽に参加できる交流等を促進します。 

また、高齢者がいつまでも生き生きと地域活動に参加できるよう、健康の維持増進や生きがい

づくりの支援に取り組みます。 

ならびに、高齢者や障がいのある人等の就労や社会参加、生きがいづくり等の活動を支援しま

す。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・地域で行われる様々なイベントに参加します。 

・生涯学習活動やスポーツ等を通じた健康づくり、生きがいづくりに取り組みます。 

・就労の機会や地域での役割を通じて、自身の経験や能力を活かせるよう心がけます。 
 

地域の 

取組 

・町内会等と連携して様々なイベントやサークル活動等の情報について周知を行い、

住民の参加のきっかけづくりにつなげます。 

・講座やサークル活動などを通じた生涯学習活動や生涯スポーツの普及に努めます。 

・地域食堂の取組を通じて、障がいのある人への理解促進や世代間交流の活性化を図

ります。 

・地域における「つながりづくり」のきっかけのひとつとして、老人クラブや地域活

動の活性化を図ります。 

・関係団体や企業・事業所等と連携して、高齢者や障がいのある人等が身近な地域で

活躍できるよう支援します。 
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〇町が取り組むこと〇 

施策① 町内会活動等への支援 

・町内会への福祉情報の適切かつ迅速な周知に取り組みます。 

・住民にとって身近な活動団体である町内会等に対し、活動の充実を図れるよう補助金の交付

等の支援を行います。 

・地域活動についての周知ＰＲを強化するとともに、開催日時や場所を工夫するなど、誰もが

参加しやすい環境づくりに努めます。（再掲） 

 

主な関連事業 担当課・係 

福祉情報発信事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

地域活動交付金事業 生活環境課 町民協働係 

自治振興事業 生活環境課 町民協働係 

集会所建設補助金交付事業 生活環境課 町民協働係 

 

施策② 社会福祉協議会、福祉団体等への支援 

・地域福祉活動の活発化に向けて、地域福祉を推進する中心的な団体である利府町社会福祉協

議会の活動に対し、補助金の交付等の支援を行います。 

・町と社会福祉協議会とが連携し、住民や地域、関係団体等と協力し合って、地域福祉の推進

を図ります。 

・民生委員児童委員協議会に対する補助金の交付等の支援を行うとともに、本町を拠点として

活動するボランティア団体やＮＰＯ等に対し、地域福祉活動の継続や活性化のための支援を

行います。 

 

主な関連事業 担当課・係 

社会福祉協議会補助金交付事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

民生委員補助金交付事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

人権啓発事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

社会を明るくする運動啓発事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 
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施策③ 健康づくり・生きがいづくりの支援 

・様々なイベントの情報を共有し、住民の地域活動や生涯学習活動等への参加促進を図ります。 

・高齢者向けの「高齢者元気アップポイント事業」の取組を通じて、健康の保持増進や健康寿

命の延伸を図ります。 

・高齢者が生き生きと生きがいを持って充実したセカンドライフを過ごせるよう支援します。 

・地域における世代間交流等を促進するための 「地域食堂」の立ち上げ及び運営支援を行いま

す。 

 

主な関連事業 担当課・係 

地域食堂補助金事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

高齢者元気アップポイント事業（再掲） 地域福祉課 介護福祉係 

フレイル予防、筋トレ、健康マージャン等介護予防 

事業（再掲） 
地域福祉課 介護福祉係 

健康増進事業（栄養教室・健康相談等） 健康推進課 健康総務係 

食生活改善推進員支援事業（再掲） 健康推進課 健康総務係 

高齢者セカンドライフ応援助成金交付事業 健康推進課 長生き支援係 

高齢者の居場所づくり活動支援事業（再掲） 健康推進課 長生き支援係 

老人福祉センター活性化事業 

（いきいきライフアップひろば）（再掲） 
健康推進課 長生き支援係 

まち・ひと・しごと創造ステーション運営事業（再掲） 商工観光課 シティセールス係 
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施策③ 健康づくり・生きがいづくりの支援 

・様々なイベントの情報を共有し、住民の地域活動や生涯学習活動等への参加促進を図ります。 

・高齢者向けの「高齢者元気アップポイント事業」の取組を通じて、健康の保持増進や健康寿

命の延伸を図ります。 

・高齢者が生き生きと生きがいを持って充実したセカンドライフを過ごせるよう支援します。 

・地域における世代間交流等を促進するための 「地域食堂」の立ち上げ及び運営支援を行いま

す。 

 

主な関連事業 担当課・係 

地域食堂補助金事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

高齢者元気アップポイント事業（再掲） 地域福祉課 介護福祉係 

フレイル予防、筋トレ、健康マージャン等介護予防 

事業（再掲） 
地域福祉課 介護福祉係 

健康増進事業（栄養教室・健康相談等） 健康推進課 健康総務係 

食生活改善推進員支援事業（再掲） 健康推進課 健康総務係 

高齢者セカンドライフ応援助成金交付事業 健康推進課 長生き支援係 

高齢者の居場所づくり活動支援事業（再掲） 健康推進課 長生き支援係 

老人福祉センター活性化事業 

（いきいきライフアップひろば）（再掲） 
健康推進課 長生き支援係 

まち・ひと・しごと創造ステーション運営事業（再掲） 商工観光課 シティセールス係 
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施策の方向（２） 見守り支援等の充実 

■現状と課題■ 

子育てや介護、健康、生活困窮やひきこもり・閉じこもり等、住民が抱える課題は複雑化・複

合化しており、相談の重要性は増していることから、地域の身近な相談先である社会福祉協議会

や民生委員・児童委員をはじめとした地域全体による見守り活動がとても重要となっています。 

従来の縦割り行政の支援体制のみでは対応が難しいケースも発生しているため、複数の担当者

が見守り、相談に応じ、適切な支援先につなぐ等の対応が必要となっています。そうした地域で

の見守りや声がけ活動を推進しながら、複雑化・複合化した課題に対応できるよう、一人ひとり

に寄り添った相談支援体制の充実を図っていく必要があります。 

また、政府や地方自治体によって人権擁護活動や法整備が進められていますが、全国的にいじ

めや虐待、ＤＶ、誹謗中傷、性別や人種等による差別・偏見などの人権侵害が発生しており、一

人ひとりが人権に対する理解と認識を深め、人権尊重の意識の醸成を図る取組が必要となってい

ます。 

 

●取組の方向性● 

近隣の住民が抱える困りごとや異変に気付くことができるよう、地域での見守りのネットワー

クづくりを支援します。 

地域の身近な相談先である社会福祉協議会や民生委員・児童委員をはじめとした相談先の周知、

相談担当者のスキルアップや関係機関の連携など相談支援体制の充実強化に取り組むとともに、

生活困窮者、ひきこもり・閉じこもり等の状態にある人の自立に向けた相談・支援に取り組みま

す。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・近隣の住民とは日頃から挨拶を交わすなど、互いに見守りや声がけを行います。 

・不安や悩みを相談できる窓口にはどのようなものがあるのか確認します。 

・悩みや不安などはひとりで抱え込まずに、身近な人や地域の民生委員・児童委員や

専門機関などへ相談します。 

・人権尊重の意識と思いやりを持って人に接します。 

・虐待やＤＶなどが疑われるケースに気づいたら、関係機関へ速やかに相談・通報し

ます。 

・権利擁護や成年後見制度について理解を深め、必要に応じて制度を活用します。 
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地域の 

取組 

・地域住民の実情に応じた安否確認や孤立防止、子どもの健全育成のための見守り・

声がけ活動を行います。 

・町と企業・事業所等の間で連携し、地域での高齢者等の見守りを行います。 

・民生委員・児童委員を含め、地域福祉関係機関は町と連携し、様々な地域課題への

相談・支援を行います。 

・福祉関連事業者や関係団体は住民に福祉に関する情報を提供するとともに、解決が

難しい課題に対しては専門機関を紹介するなど、各種相談窓口の周知と利用を促進

します。 

・地域全体で人権に対する理解と認識を深められるよう、人権に関する情報提供や各

種啓発活動への参加を促します。 

・虐待やＤＶを防止するため、民生委員・児童委員をはじめ、地域で協力しながら、

声かけや見守り、情報共有を進めます。 

・人権侵害を発見した際は、関係機関と連携し、迅速かつ適切に対応します。 

・社会福祉協議会は日常生活自立支援事業（まもりーぶ）を支える生活支援員の人員

の確保・育成に努めます。 

・関係機関・団体が相互に連携し、成年後見制度をはじめとする適切な権利擁護を受

けることができるよう地域のネットワークづくりを図ります。 

 

〇町が取り組むこと〇 

施策① 日常的な見守り・相談支援の推進 

・相談担当者のスキルアップや関係機関の連携強化など、住民からの様々な相談を受け止めて

適切な支援につなぐ「断らない相談支援体制」の充実強化を図ります。 

・民生委員・児童委員等関係機関と連携し、様々な地域課題への相談・支援を行います。 

・安否確認や孤立防止、子どもの健全育成のための地域での見守り・声がけ活動を促進します。 

・児童センター・地区児童館等において安心して過ごせる場の提供や、子育て世帯の相談・支

援を行います。 

・災害時に支援を要する人々 （以下、「要配慮者」）に対する「見守り・発見（安否確認）、相談、

必要なサービスや専門機関へのつなぎ」機能を強化します。 

・企業等と協定を結ぶなど連携し、地域での高齢者等の見守りの取組を進めます。 

・生活困窮者の自立と社会参加を支援するため、仙台保健福祉事務所や社会福祉協議会、地域

包括支援センター等と連携し、相談対応や生活支援を行います。 

・支援対象児童等（要保護児童・要支援児童、特定妊婦）の早期発見や適切な支援を行うため、

要保護児童対策地域協議会の連携強化を図ります。 
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地域の 

取組 

・地域住民の実情に応じた安否確認や孤立防止、子どもの健全育成のための見守り・

声がけ活動を行います。 

・町と企業・事業所等の間で連携し、地域での高齢者等の見守りを行います。 

・民生委員・児童委員を含め、地域福祉関係機関は町と連携し、様々な地域課題への

相談・支援を行います。 

・福祉関連事業者や関係団体は住民に福祉に関する情報を提供するとともに、解決が

難しい課題に対しては専門機関を紹介するなど、各種相談窓口の周知と利用を促進

します。 

・地域全体で人権に対する理解と認識を深められるよう、人権に関する情報提供や各

種啓発活動への参加を促します。 

・虐待やＤＶを防止するため、民生委員・児童委員をはじめ、地域で協力しながら、

声かけや見守り、情報共有を進めます。 

・人権侵害を発見した際は、関係機関と連携し、迅速かつ適切に対応します。 

・社会福祉協議会は日常生活自立支援事業（まもりーぶ）を支える生活支援員の人員

の確保・育成に努めます。 

・関係機関・団体が相互に連携し、成年後見制度をはじめとする適切な権利擁護を受

けることができるよう地域のネットワークづくりを図ります。 

 

〇町が取り組むこと〇 

施策① 日常的な見守り・相談支援の推進 

・相談担当者のスキルアップや関係機関の連携強化など、住民からの様々な相談を受け止めて

適切な支援につなぐ「断らない相談支援体制」の充実強化を図ります。 

・民生委員・児童委員等関係機関と連携し、様々な地域課題への相談・支援を行います。 

・安否確認や孤立防止、子どもの健全育成のための地域での見守り・声がけ活動を促進します。 

・児童センター・地区児童館等において安心して過ごせる場の提供や、子育て世帯の相談・支

援を行います。 

・災害時に支援を要する人々 （以下、「要配慮者」）に対する「見守り・発見（安否確認）、相談、

必要なサービスや専門機関へのつなぎ」機能を強化します。 

・企業等と協定を結ぶなど連携し、地域での高齢者等の見守りの取組を進めます。 

・生活困窮者の自立と社会参加を支援するため、仙台保健福祉事務所や社会福祉協議会、地域

包括支援センター等と連携し、相談対応や生活支援を行います。 

・支援対象児童等（要保護児童・要支援児童、特定妊婦）の早期発見や適切な支援を行うため、

要保護児童対策地域協議会の連携強化を図ります。 
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主な関連事業 担当課・係 

民生委員補助金交付事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

避難行動要支援者個別計画作成等事業 地域福祉課 福祉総務係 

生活保護相談事業 地域福祉課 福祉総務係 

障がい者相談支援事業 地域福祉課 障がい福祉係 

児童クラブ運営事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

児童センター・地区児童館運営事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

ゲートキーパー養成事業（再掲） 健康推進課 健康総務係 

ひきこもり居場所づくり支援事業 健康推進課 健康総務係 

ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業 健康推進課 長生き支援係 

食の自立支援事業 健康推進課 長生き支援係 

地域子育て支援拠点事業 子ども家庭センター 子ども家庭係 

利用者支援事業 
子ども家庭センター 

子ども家庭係、親子保健係 

地域学校安全対策事業 教育総務課 学校施設係 

学校教育専門指導員配置事業 教育総務課 教育指導係 

青少年健全育成事業（再掲） 生涯学習課 生涯学習係 

 

施策② 権利擁護の推進 

・子ども憲章の具現化を推進します。 

・人権が尊重され、性別や人種等の差別や偏見をなくし、たがいに認め合う地域づくりがで

きるよう、人権、男女共同参画、差別解消に関する情報提供や広報啓発の取組を行います。 

・虐待の予防や早期発見のため、虐待に関する情報提供や通報義務等の啓発を行います。 

・保健、医療、民生委員・児童委員、事業所、警察、宮城県障害者権利擁護センターなど関

係機関と連携し、虐待の未然の防止に努めるとともに、虐待が発生した場合は、迅速かつ

適切な対応や再発の防止に取り組みます。 

・社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度や権利擁護支援についての周知を行うとともに、

相談事業を通して利用の促進を図ります。 

主な関連事業 担当課・係 

人権啓発事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

要保護児童対策地域協議会事業 子ども家庭センター 子ども家庭係 

親子関係形成支援事業 子ども家庭センター 子ども家庭係 

学校教育専門指導員配置事業（再掲） 教育総務課 教育指導係 

スクールソーシャルワーカー配置事業 教育総務課 教育指導係 

心のケアハウス事業 教育総務課 教育指導係 

学び支援教室事業 教育総務課 教育指導係 
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施策の方向（３） 成年後見制度の利用促進 【利府町成年後見制度利用促進計画】 

■現状と課題■ 

判断能力が不十分なことにより日常生活に助けを必要とする人や、自身の権利や生活が守ら

れず助けを必要としている人の早期発見・早期対応の取組が必要となっています。 

また、疾病や障がい等により判断能力が低下した人の暮らしを支える成年後見制度について

は認知度が低いことから、周知強化を図るとともに、制度の充実が必要となっています。 

 

●取組の方向性● 

互いに尊重し合う社会の実現のため、人権に関する情報提供や意識啓発を行うとともに、全

ての人の権利が守られるよう、地域や関係機関等と連携し、人権侵害を受けている人や助けを

求める人の早期発見及び早期対応に努めます。 

また、国の第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づき、判断能力が低下しても安心して

暮らすことができるよう権利擁護支援という側面からの地域共生社会の実現を目指し、「成年

後見制度の利用の促進に関する法律」の第 14 条第１項に基づき、権利擁護支援の地域連携ネッ

トワークの充実や成年後見制度の周知啓発と利用の促進を図ります。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・権利擁護や成年後見制度について理解を深め、必要に応じて制度を活用します。 （再

掲） 
 

地域の 

取組 

・関係機関・団体が相互に連携し、成年後見制度をはじめとする適切な権利擁護を受

けることができるよう地域のネットワークづくりを図ります。（再掲） 

 

〇町が取り組むこと〇 

施策① 成年後見制度の利用促進 

・社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度や権利擁護支援についての周知を行うとともに、

相談事業を通して利用の促進を図ります。（再掲） 

・認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方に対する権利擁護支援

のため、地域連携ネットワークの構築やその中核となる機関の設置を検討します。 

・令和９年度より始まる国の第三期成年後見制度利用促進基本計画にも対応していきます。 

 

主な関連事業 担当課・係 

成年後見制度推進事業 地域福祉課 福祉総務係 

成年後見制度利用支援助成事業 
地域福祉課 障がい福祉係 

健康推進課 長生き支援係 
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施策の方向（３） 成年後見制度の利用促進 【利府町成年後見制度利用促進計画】 

■現状と課題■ 

判断能力が不十分なことにより日常生活に助けを必要とする人や、自身の権利や生活が守ら

れず助けを必要としている人の早期発見・早期対応の取組が必要となっています。 

また、疾病や障がい等により判断能力が低下した人の暮らしを支える成年後見制度について

は認知度が低いことから、周知強化を図るとともに、制度の充実が必要となっています。 

 

●取組の方向性● 

互いに尊重し合う社会の実現のため、人権に関する情報提供や意識啓発を行うとともに、全

ての人の権利が守られるよう、地域や関係機関等と連携し、人権侵害を受けている人や助けを

求める人の早期発見及び早期対応に努めます。 

また、国の第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づき、判断能力が低下しても安心して

暮らすことができるよう権利擁護支援という側面からの地域共生社会の実現を目指し、「成年

後見制度の利用の促進に関する法律」の第 14 条第１項に基づき、権利擁護支援の地域連携ネッ

トワークの充実や成年後見制度の周知啓発と利用の促進を図ります。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・権利擁護や成年後見制度について理解を深め、必要に応じて制度を活用します。 （再

掲） 
 

地域の 

取組 

・関係機関・団体が相互に連携し、成年後見制度をはじめとする適切な権利擁護を受

けることができるよう地域のネットワークづくりを図ります。（再掲） 

 

〇町が取り組むこと〇 

施策① 成年後見制度の利用促進 

・社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度や権利擁護支援についての周知を行うとともに、

相談事業を通して利用の促進を図ります。（再掲） 

・認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方に対する権利擁護支援

のため、地域連携ネットワークの構築やその中核となる機関の設置を検討します。 

・令和９年度より始まる国の第三期成年後見制度利用促進基本計画にも対応していきます。 

 

主な関連事業 担当課・係 

成年後見制度推進事業 地域福祉課 福祉総務係 

成年後見制度利用支援助成事業 
地域福祉課 障がい福祉係 

健康推進課 長生き支援係 
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施策の方向（４） 再犯防止対策の推進【利府町再犯防止推進計画】 

■現状と課題■ 

犯罪や非行をした人が社会復帰する際に、就労や住居の確保等の多くの困難に直面するなど地

域社会から孤立したことから再犯に陥るケースも少なくなく、令和５年の宮城県の再犯者率は

46.7％となっています。 

再犯を防ぐためには国や県、関係機関等と緊密に連携・協力して、対象者の社会復帰及び社会

復帰後に地域社会で孤立させないための「息の長い」支援に取り組むとともに、地域の理解と協

力が必要不可欠です。しかしながら、アンケート結果では、住民自身も地域社会の一員として積

極的に協力するという考えの浸透は不十分な状況であり、住民への啓発が必要となっています。 

 

●取組の方向性● 

犯罪や非行をした人たちが再び犯罪に手を染めることのないよう様々な支援を行うとともに、

犯罪や非行をした人たちが孤立、排除されることなく、地域社会の一員として受け入れられるよ

う、住民に向けた啓発を行います。 

国の第二次再犯防止推進計画の基本方針に基づき、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、

犯罪や非行をした人たち等の円滑な社会復帰を促進するため、「再犯の防止等の推進に関する法

律」第８条第１項に基づき、「再犯防止の推進」に掲げる地域における更生や再犯防止に関する事

業や取組を推進します。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・毎年７月に開催される「社会を明るくする運動」等の機会を通じて、犯罪や非行の

防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深めます。 

・学校の薬物乱用防止教室等の機会を通じて、薬物乱用の危険性について理解を深め

ます。 
 

地域の 

取組 

・青少年の非行防止等を目的として、夜間のパトロールを行います。 

・民生委員・児童委員や保護司、更生保護女性会などの関係団体は、研修等の機会を

通じて、再犯防止推進に関する理解を深め、住民からの生活や福祉に関する相談対

応などを行います。 

・民生委員・児童委員や保護司、更生保護女性会などの関係団体は、 「社会を明るくす

る運動」を通した啓蒙活動を行います。 
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〇町が取り組むこと〇 

施策① 再犯防止対策の推進 

・関係団体と連携し、犯罪や非行の防止と立ち直りを支援するため、「社会を明るくする運動」

等の機会を通じて、挨拶運動や相談会の開催、ＰＲ等を行います。 

・学校・家庭・地域の連携により、青少年の非行や犯罪の防止に努めるとともに、青少年が豊

かなたくましさを育む体験教育を推進します。 

・小中学校に配置したスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等と連携し、児童

生徒の状況に応じた修学支援や非行の未然防止に努めます。 

・学校において薬物乱用防止教室を開催し、児童・生徒等に薬物乱用の危険性について啓発を

行います。 

・保護司会や更生保護女性会等と連携し、社会復帰と再犯防止に向けた支援を行います。 

 

主な関連事業 担当課・係 

社会を明るくする運動啓発事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

福祉情報発信事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

児童クラブ運営事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

児童センター・地区児童館運営事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

薬物乱用防止対策事業 健康推進課 健康総務係 

地域学校安全対策事業（再掲） 教育総務課 学校施設係 

スクールソーシャルワーカー配置事業（再掲） 教育総務課 教育指導係 

青少年健全育成事業（再掲） 生涯学習課 生涯学習係 
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〇町が取り組むこと〇 

施策① 再犯防止対策の推進 

・関係団体と連携し、犯罪や非行の防止と立ち直りを支援するため、「社会を明るくする運動」

等の機会を通じて、挨拶運動や相談会の開催、ＰＲ等を行います。 

・学校・家庭・地域の連携により、青少年の非行や犯罪の防止に努めるとともに、青少年が豊

かなたくましさを育む体験教育を推進します。 

・小中学校に配置したスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等と連携し、児童

生徒の状況に応じた修学支援や非行の未然防止に努めます。 

・学校において薬物乱用防止教室を開催し、児童・生徒等に薬物乱用の危険性について啓発を

行います。 

・保護司会や更生保護女性会等と連携し、社会復帰と再犯防止に向けた支援を行います。 

 

主な関連事業 担当課・係 

社会を明るくする運動啓発事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

福祉情報発信事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

児童クラブ運営事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

児童センター・地区児童館運営事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

薬物乱用防止対策事業 健康推進課 健康総務係 

地域学校安全対策事業（再掲） 教育総務課 学校施設係 

スクールソーシャルワーカー配置事業（再掲） 教育総務課 教育指導係 

青少年健全育成事業（再掲） 生涯学習課 生涯学習係 
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基本目標３ 連携と協働で築く地域福祉の基盤づくり 

施策の方向（１） 包括的な支援体制の推進 

■現状と課題■ 

地域共生社会の実現に向けて、公的支援は制度・分野ごとの縦割りから、分野をまたがる丸ご

とへの転換が求められるとともに、ひきこもり、8050 問題、ダブルケア、ヤングケアラー等の従

来の制度では十分な対応が難しい複雑化・複合化した課題に対応するため「重層的支援体制の整

備」に努めることとされています。本町においては、複数の分野にまたがる困りごとであっても、

その内容に応じて複数の分野の担当者が情報を共有しながら相談対応を行うとともに、適切な支

援先につなぐなどの対応に取り組んでいます。 

また、高齢者や障がいのある人等の就労や社会参加への支援や、生活困窮者、ひとり親家庭の

保護者等が自立して生活していくための個々の状況に応じた支援などの充実が必要です。 

 

●取組の方向性● 

高齢者、障がいのある人、こども ・若者、子育て世帯、ひきこもり・閉じこもり、生活困窮者

など、様々な属性の課題の解決に向けて、地域や関係機関と連携し、支援が必要な方を誰も取り

残さない包括的な支援体制の整備を行います。 

また、高齢者や障がいのある人への就労 ・社会参加の支援や、生活困窮者やひとり親家庭の保

護者等に対する自立して生活していくために必要な支援を行います。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・悩みごとや困りごとを一人で抱え込まず、身近な人や近くの相談先に相談します。 

・民生委員・児童委員など地域の相談役や町の相談窓口を覚えます。 

・身近な人が困っていることに気付いたら、声がけや手助けをしたり、相談先を教え

たり、地域の相談役に伝えます。 

・自殺と関連深いうつ病や依存症等のこころの病気への理解を深めます。 

・就労の機会や地域での役割を通じて、自身の経験や能力を活かせるよう心がけま

す。（再掲） 
 

地域の 

取組 

・虐待、ひきこもり、生活困窮といった課題を抱える人の見守り活動を行います。 

・民生委員・児童委員をはじめ、町内会やボランティア団体、各種団体、企業と連携

を図り、地域で支え合う地域包括ケアシステムを推進します。 

・学校、家庭、地域が連携して子育て世帯を支えるネットワークの強化を進めます。 

・自殺と関連深いうつ病や依存症等のこころの病気で悩む方が、自殺対策ネットワー

ク会議※や関係機関等へ報告・相談できるよう連携支援に努めます。 

・町内会、関係団体、企業・事業所等と連携して、高齢者や障がいのある人等が身近
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〇町が取り組むこと〇 

施策① 包括的な相談・支援体制の構築 

・支援を必要とする方々一人ひとりに合ったサービスを提供できるよう、関係機関と連携し、

複雑化・複合化した課題や制度の狭間のニーズに対応する包括的な相談・支援体制の強化を

図ります。 

・子育て中の親子の交流の場や子育て支援に関する情報の提供、相談しやすい体制づくりなど

子育て支援サービスの充実に努めます。 

・妊娠期から子育て期の様々な相談に対し、子ども家庭センターを中心に関係機関と連携し、

切れ目のない支援を行います。 

・自殺対策ネットワーク会議※を推進し、自殺の未然防止や自殺防止対策に努めます。 

・課題や困りごとを抱えた高齢者や障がいのある人等が、必要とするサービスを一体的に利用

することができるよう、保健・医療・福祉等の関係機関が連携し、障がいのある人にも対応

した地域包括ケアシステムの深化・推進に努めます。 

 

※自殺対策ネットワーク会議：自殺対策は家庭や学校、職域など社会の全般に関係しており総合的な

対策を進めるため、関係機関の連携のもと効果的な取組ができるよう幅広い関係機関や団体等で構

成しています。 

 

主な関連事業 担当課・係 

生活保護相談事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

障がい者相談事業（再掲） 地域福祉課 障がい福祉係 

高齢者の総合相談事業 地域福祉課 介護福祉係 

子育て情報発信事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

児童センター・地区児童館運営事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

自殺対策強化事業 健康推進課 健康総務係 

福祉相談支援システム賃貸借事業 子ども家庭センター 子ども家庭係 

要保護児童対策地域協議会事業（再掲） 子ども家庭センター 子ども家庭係 

地域子育て支援拠点事業 子ども家庭センター 子ども家庭係 

子育て支援事業運営事業（再掲） 子ども家庭センター 子ども家庭係 

利用者支援事業（再掲） 
子ども家庭センター 

子ども家庭係、親子保健係 

学校教育専門指導員配置事業（再掲） 教育総務課 教育指導係 

家庭教育事業 生涯学習課 生涯学習係 
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施策② 就労・社会参加への自立支援 

・生活困窮者の自立と社会参加を支援するため、仙台保健福祉事務所や社会福祉協議会、地域

包括支援センター等と連携し、相談対応や生活支援を行います。（再掲） 

・ひきこもりや閉じこもりになっている人やその家族等に対して、関係機関と連携して自立や

社会参加に向けた相談支援等を行います。 

・低所得世帯等に対し、国の制度に沿った給付金の申請受付 ・支給を行い、生活の自立を支援

します。 

・シルバー人材センター等関係機関と連携し、様々な就労機会が得られるよう支援します。 

・生活困窮者やひとり親家庭の保護者等に対して個々の状況に応じた支援ができるよう、自立

相談支援センターなどの関係機関と連携し、自立に向けた情報提供などを行います。 

・障がいのある人の自立に向けた支援を行います。 

・町内企業と連携し、障がい者の雇用を推進します。 

 

主な関連事業 担当課・係 

生活保護相談事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

給付金事業 地域福祉課 福祉総務係 

障がい者相談事業（再掲） 地域福祉課 障がい福祉係 

障がい者自立支援事業 地域福祉課 障がい福祉係 

障害者タクシー・ガソリン費助成事業 地域福祉課 障がい福祉係 

高齢者元気アップポイント事業（再掲） 地域福祉課 介護福祉係 

ひきこもり居場所づくり支援事業（再掲） 健康推進課 健康総務係 

シルバー人材センター助成事業 健康推進課 長生き支援係 

利府町障がい者雇用奨励金交付事業 商工観光課 商工観光係 

りふ・みやぎ障がい者雇用推進ネットワーク事業 商工観光課 商工観光係 
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施策の方向（２） 福祉サービスの充実 

■現状と課題■ 

基本的に福祉サービスは、高齢者、障がいのある人、子ども等の分野ごとに個別に対応する仕

組みとなっていますが、１つの分野のサービスのみでは解決が困難なケースも多くなるなど、福

祉サービスに対するニーズは複合化・複雑化が進んでいます。このような中、アンケート結果で

は、身近な相談窓口の充実や高齢者や障がいのある人の入所施設の充実に加え、保健福祉に関す

る制度案内の充実が求められています。 

また、本町の老年人口は増加傾向で推移し、高齢化率は上昇を続け、令和７年３月末現在で

26.7％となり、要支援・要介護認定率も増加傾向で推移し、令和７年４月末現在で 15.5％となっ

ています。この先、2040 年にかけて 85 歳以上の人口の急増や高齢者世帯の増加、介護や支援を

要する高齢者や世帯の増加と生産年齢人口の急激な減少により、介護、福祉、保健・医療サービ

スを担う人材の不足が深刻になることが予測されています。複合化・多様化する住民の保健・医

療・福祉に関するニーズの把握に努め、保健・医療・福祉の一体的なサービス提供体制の確立と

ネットワークの強化を図っていく必要があります。 

 

●取組の方向性● 

分野ごとに福祉サービスの質の向上に努めながら適切な支援を行うとともに、制度の狭間にあ

る課題や複数の課題を抱える人に対応できるよう、庁内や関係機関等と分野を超えて連携し、要

支援者のニーズに応じた福祉サービスの提供に努めます。 

また、生活問題を抱える人や世帯を包括的に支援するため、福祉分野のみならず、保健・医療

も含めた全庁的・部局横断的な連携体制の強化と、民間の関係機関を含めた保健・医療・福祉の

一体的なサービス提供体制の確立により、地域包括ケアシステムを推進します。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・普段から福祉サービスや相談先の情報を確認し、悩みや困りごとを抱えたり、福祉

サービス等による支援が必要となったりした際は、早めに相談窓口を活用します。 

・福祉サービスの利用等に関し、行政や民生委員・児童委員、社会福祉協議会、福祉

サービス事業所、関係機関等の相談窓口を積極的に活用します。 

・行政や地域で開催する健康学習の場に積極的に参加します。 

・十分な睡眠、栄養バランスの良い食事、適度な運動、定期健診の受診を心がけます。 
 

地域の 

取組 

・医療や福祉による支援を必要とする人に、適切な福祉サービスや支援を提供します。 

・住民一人ひとりが健康で生き生きと過ごせる地域づくりを推進します。 

・保健協力員や食生活改善推進員等と連携し、地域住民の健康への関心を高めます。 

・住民が必要とするサービスの把握に努め、社会福祉協議会や関係団体、事業所等が

連携し、福祉ネットワークの形成に努めます。 

・社会福祉協議会が行う「小地域ネットワーク」などの取組について協力するととも

に、周知に努めます。 
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〇町が取り組むこと〇 

施策① 福祉サービスの質の向上 

・こども・若者、子育て世帯、高齢者、障がいのある人、生活困窮者など、様々な対象に対し、

適切かつ質の高い行政サービスを提供します。 

・必要な人に必要な情報が伝わるよう、伝えたい相手の年齢や障がい特性等に合わせた媒体や

表現を用いるなど、伝わりやすい制度の案内に努めます。 

・高齢者や障がいのある人等、誰もが情報にアクセスしやすい情報バリアフリーの環境づくり

を推進します。 

・地域や関係機関と連携し、介護保険サービスや障がい福祉サービス、地域の支え合いを含め

た包括的なサービスの情報提供に努めます。 

・サービス事業者に対しての指導・監督等を通じ、相談対応をはじめとした福祉サービスの質

の向上に努めます。 

・民生委員児童委員協議会や更生保護女性会など、本町を拠点として活動するボランティア団

体やＮＰＯ等に対し、地域福祉活動の継続や活性化のための支援を行います。 

・高齢者や障がいのある人たちが安心して暮らすことができる入所施設等が立地されるよう、

企業等に対して働きかけを行います。 

 

主な関連事業 担当課・係 

生活保護相談事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

給付金事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

福祉情報発信事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

障がい者医療費助成事業（再掲） 地域福祉課 障がい福祉係 

子育て情報発信事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

児童クラブ運営事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

児童センター・地区児童館運営事業（再掲） 子ども支援課 子ども企画係 

教育・保育施設等第３子以降給食費助成事業 子ども支援課 保育係 

子ども医療費助成事業 子ども支援課 子ども給付係 

がん患者医療用補正具購入費用助成金事業 健康推進課 健康総務係 

若年がん患者在宅療養支援事業 健康推進課 健康総務係 

母子健康手帳サービス業務事業（再掲） 子ども家庭センター 親子保健係 

広報・広聴事業（再掲） 秘書政策課 秘書広報係 

小学校入学支援事業 教育総務課 総務学事係 

中学校入学支援事業 教育総務課 総務学事係 

小中学校給食費無料化事業 教育総務課 学校給食センター 

生涯学習ガイド作成事業（再掲） 生涯学習課 生涯学習係 
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施策② 保健・医療・福祉の連携 

・医療や介護を必要とするようになった場合でも、高齢者や障がいのある人が住み慣れた地域

で自分らしい生活を継続できるよう、保健・医療・福祉の連携を図ります。 

・住民、地域、福祉サービス提供事業者、病院等、関係機関と連携し、在宅医療・介護の情報

共有と適切な情報提供を図り、地域包括ケアシステムによる地域で支え合う関係づくりの支

援をします。 

・保健・医療・福祉に関する情報を提供し、健康に関する意識の啓発に努めます。 

・各種相談窓口と民生委員・児童委員、関係機関との連携の強化を図ります。 

・保健・医療・福祉の総合的な拠点として、保健福祉センターの適正な業務管理に努めます。 

 

主な関連事業 担当課・係 

在宅医療・介護連携推進事業 地域福祉課 介護福祉係 

介護保険給付事業 地域福祉課 介護福祉係 

保健事業 健康推進課 健康総務係 

健康診査、がん検診事業 健康推進課 健康総務係 

健康増進事業（栄養教室・健康相談等）（再掲） 健康推進課 健康総務係 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

健康推進課 健康総務係 

地域福祉課 介護福祉係 

町民課 国保年金係 

介護用品支給事業 健康推進課 長生き支援係 

保健福祉センター管理事業 健康推進課 長生き支援係 

地域子育て支援拠点事業（再掲） 子ども家庭センター 子ども家庭係 

妊婦・乳児健診事業 子ども家庭センター 親子保健係 

産婦健康診査事業 子ども家庭センター 親子保健係 

妊婦歯科健康診査事業 子ども家庭センター 親子保健係 

幼児健診事業 子ども家庭センター 親子保健係 

新生児聴覚検査助成事業 子ども家庭センター 親子保健係 

利用者支援事業（再掲） 
子ども家庭センター 

子ども家庭係、親子保健係 
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施策② 保健・医療・福祉の連携 

・医療や介護を必要とするようになった場合でも、高齢者や障がいのある人が住み慣れた地域
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共有と適切な情報提供を図り、地域包括ケアシステムによる地域で支え合う関係づくりの支

援をします。 

・保健・医療・福祉に関する情報を提供し、健康に関する意識の啓発に努めます。 

・各種相談窓口と民生委員・児童委員、関係機関との連携の強化を図ります。 

・保健・医療・福祉の総合的な拠点として、保健福祉センターの適正な業務管理に努めます。 

 

主な関連事業 担当課・係 
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保健事業 健康推進課 健康総務係 

健康診査、がん検診事業 健康推進課 健康総務係 

健康増進事業（栄養教室・健康相談等）（再掲） 健康推進課 健康総務係 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

健康推進課 健康総務係 

地域福祉課 介護福祉係 

町民課 国保年金係 

介護用品支給事業 健康推進課 長生き支援係 

保健福祉センター管理事業 健康推進課 長生き支援係 

地域子育て支援拠点事業（再掲） 子ども家庭センター 子ども家庭係 

妊婦・乳児健診事業 子ども家庭センター 親子保健係 

産婦健康診査事業 子ども家庭センター 親子保健係 

妊婦歯科健康診査事業 子ども家庭センター 親子保健係 

幼児健診事業 子ども家庭センター 親子保健係 

新生児聴覚検査助成事業 子ども家庭センター 親子保健係 

利用者支援事業（再掲） 
子ども家庭センター 

子ども家庭係、親子保健係 
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施策の方向（３） 安全・安心の住み良い地域づくり 

■現状と課題■ 

近年、地震や豪雨等の大規模な自然災害が各地で発生しており、災害への備えが急務となって

いる中、高齢化の進行により、要配慮者が増加することが見込まれます。アンケート結果では、

地域の防災活動に参加したことがある人は半数未満で、特に若い世代の参加が少なくなっていま

す。また、災害時の情報収集や家族の安否確認、避難所での生活等に不安を抱える人も多いため、

地域と連携した防災体制の強化を図る必要があります。 

さらに、孤立死や子どもや高齢者を狙った犯罪が増加傾向であるため、関係機関が連携した防

止対策が必要となっています。 

一方で、本町では、「住み良さ」を感じている住民が約９割となっていますが、町が重点的に取

り組むべき施策として、道路・商店・病院・公共交通機関などのバリアフリー化も求められてい

ます。より一層住み良さや愛着が深まるよう、誰もが安全・安心を感じることができる地域環境

づくりを推進していく必要があります。 

 

●取組の方向性● 

災害発生時に要配慮者への避難誘導や安否確認、見守りなどが確実に行われるよう、平時から

の情報提供や防災活動への参加を促進し、要配慮者の情報共有や支援体制づくりを推進するとと

もに、災害発生時に速やかな避難が可能となるよう、情報提供体制の強化を図ります。 

警察、防犯ボランティア、地域、家庭、学校、行政が連携して孤立死、高齢者や障がいのある

人を狙った犯罪、子どもを巻き込んだ事故や犯罪の未然防止に尽力するとともに、災害時の避難

支援等を行い、安心して暮らせるまちづくりを地域ぐるみで推進します。 

多様な人々が利用しやすい生活環境づくりに向けて、道路や歩道のバリアフリー化や、公共施

設等のユニバーサルデザインを進めます。 

 

○住民・地域が取り組めること○ 

住民の 

取組 

・あらかじめ災害や防災対策に関する情報を収集し、災害時に備えます。 

・普段から近所でのつながりや関係づくりを大切にして、災害時の避難支援等を円滑

にできるよう努めます。 

・地震等の災害発生時に近隣の安否確認や避難誘導など助け合いを行います。 

・家庭において子どもへの交通安全教育を行います。 

・防犯パトロールや不審者情報の提供、子どもたちの見守り等防犯活動を行います。 

・消費者トラブルに遭わないよう、消費生活に関する情報に関心を持ちます。 

・高齢者、障がいのある人など、困っている人を見かけたら声がけや手助けをします。 

・バリアフリーやユニバーサルデザインの理念や点字ブロックの役割を理解します。 

・おもいやり駐車場の適正利用や公共交通の席の譲り合いなど、福祉に関するマナー 

・道路の破損箇所や危険箇所を見つけたら、町に知らせます。 
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地域の 

取組 

・町内会、民生委員・児童委員等の関係機関・団体が連携し、災害発生時の安否確認

や円滑な避難誘導等を行えるよう、地域における協力体制を築きます。 

・防犯協会など関係機関・団体と連携し、地域が一体となって交通安全・防犯体制づ

くりをするための啓発活動を行います。 

・子どもたちの安全を守るために地域、学校、行政が連携して地域活動を行います。 

・移動の妨げとなる障害物の撤去や道路の清掃・除草などを行います。 

・安全で快適なバリアフリーの環境づくりを推進します。 

・地域の高齢者や障がいのある人の移送ニーズを把握し、ボランティア団体、ＮＰＯ、

福祉サービス事業者等による移送サービス事業の推進を図ります。 

 

〇町が取り組むこと〇 

施策① 防災・防犯体制の充実 

・災害や防災対策に関する情報の周知を行います。 

・総合防災訓練の実施や自主防災組織の活動への協力など、防災関係機関と連携して地域にお

ける防災体制づくりを支援します。 

・町内会や民生委員・児童委員、社会福祉協議会等と連携し、災害発生時に要配慮者を迅速に

支援できる体制の整備に努めます。 

・災害時に自力で避難することが困難な方を把握し、有事に備えるため、町内会、民生委員・

児童委員、社会福祉協議会と連携し、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画書を作成しま

す。 

・指定避難所での避難生活が困難な要配慮者を受け入れる福祉避難所の拡充に努めます。 

・子どもたちの安全を守るため、地域や学校等と連携して見守りや地域活動を支援します。 

・交通安全意識の普及・啓発を図るため、交通安全教室、講習会等を開催します。 

・消費生活に関する相談や情報提供を通じて、振り込め詐欺や訪問販売など消費者被害の防止

に努めます。 

 

主な関連事業 担当課・係 

避難行動要支援者個別計画作成等事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

防災マップ作成事業 危機対策課 危機管理係 

防災行政無線システム等更新事業 危機対策課 危機管理係 

消防団事業 危機対策課 危機管理係 

防犯灯等賃貸借事業 危機対策課 生活安全係 

交通安全指導員活動事業 危機対策課 生活安全係 

交通安全運動事業 危機対策課 生活安全係 

消費者行政強化事業及び推進基金事業 商工観光課 商工観光係 

地域学校安全対策事業（再掲） 教育総務課 学校施設係 

青少年健全育成事業（再掲） 生涯学習課 生涯学習係 
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地域の 

取組 

・町内会、民生委員・児童委員等の関係機関・団体が連携し、災害発生時の安否確認

や円滑な避難誘導等を行えるよう、地域における協力体制を築きます。 

・防犯協会など関係機関・団体と連携し、地域が一体となって交通安全・防犯体制づ

くりをするための啓発活動を行います。 

・子どもたちの安全を守るために地域、学校、行政が連携して地域活動を行います。 

・移動の妨げとなる障害物の撤去や道路の清掃・除草などを行います。 

・安全で快適なバリアフリーの環境づくりを推進します。 

・地域の高齢者や障がいのある人の移送ニーズを把握し、ボランティア団体、ＮＰＯ、

福祉サービス事業者等による移送サービス事業の推進を図ります。 

 

〇町が取り組むこと〇 

施策① 防災・防犯体制の充実 

・災害や防災対策に関する情報の周知を行います。 

・総合防災訓練の実施や自主防災組織の活動への協力など、防災関係機関と連携して地域にお

ける防災体制づくりを支援します。 

・町内会や民生委員・児童委員、社会福祉協議会等と連携し、災害発生時に要配慮者を迅速に

支援できる体制の整備に努めます。 

・災害時に自力で避難することが困難な方を把握し、有事に備えるため、町内会、民生委員・

児童委員、社会福祉協議会と連携し、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画書を作成しま

す。 

・指定避難所での避難生活が困難な要配慮者を受け入れる福祉避難所の拡充に努めます。 

・子どもたちの安全を守るため、地域や学校等と連携して見守りや地域活動を支援します。 

・交通安全意識の普及・啓発を図るため、交通安全教室、講習会等を開催します。 

・消費生活に関する相談や情報提供を通じて、振り込め詐欺や訪問販売など消費者被害の防止

に努めます。 

 

主な関連事業 担当課・係 

避難行動要支援者個別計画作成等事業（再掲） 地域福祉課 福祉総務係 

防災マップ作成事業 危機対策課 危機管理係 

防災行政無線システム等更新事業 危機対策課 危機管理係 

消防団事業 危機対策課 危機管理係 

防犯灯等賃貸借事業 危機対策課 生活安全係 

交通安全指導員活動事業 危機対策課 生活安全係 

交通安全運動事業 危機対策課 生活安全係 

消費者行政強化事業及び推進基金事業 商工観光課 商工観光係 

地域学校安全対策事業（再掲） 教育総務課 学校施設係 

青少年健全育成事業（再掲） 生涯学習課 生涯学習係 
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施策② 住みやすい地域づくりの推進 

・高齢者や障がいのある人の交通に関する支援を行います。 

・町民バスや利府町版ｍｏｂｉ（モビ）等の公共交通について、高齢者や障がいのある人等、

誰もが利用しやすいよう環境整備を行うとともに、利用方法等について周知し、活用促進を

図ります。 

・道路や歩道のバリアフリー化や公共施設等のユニバーサルデザイン化など、高齢者や障がい

のある人に配慮した施設整備に努めます。 

・高齢者や障がいのある人等、誰もが情報にアクセスしやすい情報バリアフリーの環境づくり

を推進します。（再掲） 

・高齢者や障がいのある人が通院や買い物等の日常生活で必要な移動を円滑にできるよう、公

共交通と連携したコンパクトなまちづくりを推進します。 

 

主な関連事業 担当課・係 

障害者タクシー・ガソリン費助成事業（再掲） 地域福祉課 障がい福祉係 

町民バス運行事業 生活環境課 公共交通係 

民間バス運行支援事業 生活環境課 公共交通係 

シルバーパス事業 生活環境課 公共交通係 

利府町版ｍｏｂｉ（モビ）運行事業 生活環境課 公共交通係 
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第５章 成果指標の設定 

１ 計画の重点目標の成果指標 

本計画では、「地域コミュニティの強化」、「福祉情報の充実化」、「若い世代の参画促進」の３つ

を重点目標として掲げています。今回の計画では、本計画の重点目標の進捗状況を示す基準とし

て、新たな成果指標の設定を行います。 
 

（１）地域コミュニティの強化 

 令和２年度

（前回値） 
 

令和７年度 

（現状値） 
 

令和 12 年度 

（目標値） 

地域の福祉活動に参加する意向のあ

る町民の割合 
44.7％ ⇒ 39.3％ ⇒ 50.0％ 

※調査結果（現状値）･･･今後地域での福祉活動への参加意向が 

「ぜひ参加したい」「できれば参加したい」の合算数値 

◆目標値 ５年間で 10.7ポイントの向上 

⇒意識の醸成から丁寧に取り組み、福祉活動のハードルを下げることにより、50％（半分） 

の達成を目指します。 

 

 令和２年度

（前回値） 
 

令和７年度 

（現状値） 
 

令和 12 年度 

（目標値） 

近所の方と活発な付き合いをしてい

る町民の割合 
30.3％ ⇒ 23.6％ ⇒ 30.0％ 

※調査結果（現状値）･･･近所の方との付き合い状況が「非常に親しく、お互いの家を行き来する」 

「会えば、親しく立ち話をする」の割合の合算数値 

◆目標値 ５年間で 6.4 ポイントの向上 

⇒挨拶運動の推進や地域における交流機会の創出などにより、前回値 30％まで回復すること 

を目指します。 

 

（２）福祉情報の充実化 

 令和２年度

（前回値） 
 

令和７年度 

（現状値） 
 

令和 12 年度 

（目標値） 

福祉に関する必要な情報が提供され

ていると思う町民の割合 
64.2％ ⇒ 61.1％ ⇒ 70.0％ 

※調査結果（現状値）･･･必要とする保育・福祉サービス、健康づくりに関する情報が 

「すぐに入手できた」割合 

◆目標値 ５年間で 8.9 ポイントの向上 

⇒多様な媒体による情報発信により、現状値 61.1％からさらなる向上を図り、70％達成を 

目指します。 
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（３）若い世代の参画促進 

 令和２年度

（前回値） 
 

令和７年度 

（現状値） 
 

令和 12 年度 

（目標値） 

地域の行事や地域活動に参加してい

る 30 歳未満の町民の割合 
15.6％ ⇒ 14.9％ ⇒ 25.0％ 

※調査結果（現状値）･･･地域の行事、地域活動に「よく参加している」「時々参加している」の 

割合の合算数値 

◆目標値 ５年間で 10.1ポイントの向上 

⇒若い世代が関心を持つイベント開催や情報発信等により、25％（４人に１人）までの向上 

を目指します。 
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（３）若い世代の参画促進 
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２ 基本目標の成果指標 

本計画では、「住民が主体的に支え合う地域・人づくり」、「地域における支え合いの仕組みづく

り」、「連携と共働で築く地域福祉の基盤づくり」の３つを施策項目として掲げています。前計画

では重点目標の成果指標のみ設定していましたが、今回の計画から新たに基本目標ごとに成果指

標の設定を行います。 
 

（１）住民が主体的に支え合う地域・人づくり 

 令和２年度

（前回値） 
 

令和７年度 

（現状値） 
 

令和 12 年度 

（目標値） 

1-1 ：地域福祉の周知啓発に係る新た

な取組数 
- ⇒ - ⇒ 15 件 

1-1 ：世代間交流等を促進するための

地域食堂のか所数 
- ⇒ 2 か所 ⇒ 10 か所 

1-1 ：ご近所の人の顔もよく知らない

30 歳未満の町民の割合 
9.1％ ⇒ 24.3％ ⇒ 15.0％ 

1-2 ：認知症サポーター養成講座受講

者数 
- ⇒ 

１年あたり

69 人 
⇒ 

１年あたり

70 人 

1-2:認知症サポーター登録者数 1,673 人 
（令和３年度） 

⇒ 2,034 人 ⇒ 2,180 人 

 

（２）地域における支え合いの仕組みづくり 

 令和２年度

（前回値） 
 

令和７年度 

（現状値） 
 

令和 12 年度 

（目標値） 

2-1 ：福祉関係団体の団体間交流の開

催回数 
- ⇒ - ⇒ 年 1 回 

2-1:「利府町社会福祉協議会」の認

知度（「名前も活動内容も知ってい

る」の割合） 

23.5％ ⇒ 20.9％ ⇒ 40.0％ 

2-1:「民生委員・児童委員」の役割

の認知度（「よく知っている」＋「あ

る程度知っている」の割合） 

44.2％ ⇒ 43.0％ ⇒ 50.0％ 

2-1 ：元気アップポイント事業の参加

者数 
- ⇒ - ⇒ 200 人 

2-2 ：権利擁護支援の地域連携ネット

ワークの中核機関の設置 
未設置 ⇒ 未設置 ⇒ 設置 

2-2:成年後見制度の認知度（「名前も

内容も知っている」の割合） 
16.1％ ⇒ 20.8％ ⇒ 30.0％ 

2-2 ：青少年育成指導員巡回指導に携

わった延べ人数 
31 人 

（令和元年度） 
⇒ 35 人 ⇒ 40 人 
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（３）連携と共働で築く地域福祉の基盤づくり 

 令和２年度

（前回値） 
 

令和７年度 

（現状値） 
 

令和 12 年度 

（目標値） 

3-1 ：日常生活に困ったことがあった

ときに相談できると思う町民の割合 
88.8％ ⇒ 92.5％ ⇒ 現状維持 

3-3 ：住んでいる身近な地域の防災活

動に参加したことがある町民の割合 
- ⇒ 38.9％ ⇒ 50.0％ 

3-3 ：本町に住み良さ感を感じている

町民の割合（「住みやすい」＋「まあ

住みやすい」の割合） 

87.5％ ⇒ 89.4％ ⇒ 現状維持 
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第６章 計画の推進に向けて 

１ 計画の推進体制 

（１）地域福祉を支える連携体制 

①住民・地域の連携 

地域福祉活動の主役は地域で生活している住民自身であり、住み慣れた地域で互いに認め合い、

支え合いの心を持って、安心して暮らすことができる地域づくりを推進するにあたっては、行政

の取組だけではなく、住民や地域との協働が必要不可欠です。 

地域課題の解決に向けて、地域の中で活動する民生委員・児童委員、町内会、関係機関・団体、

ボランティア団体、ＮＰＯ、企業、事業所等が一体となった地域福祉ネットワークのより一層の

連携強化を図ります。 

 

②社会福祉協議会との連携 

社会福祉協議会は、地域福祉の推進の中核的な役割を担う団体として位置づけられています。

「第４期地域福祉活動計画」の策定と進行管理に努め、福祉サービスの提供や情報発信、ボラン

ティアの育成、情報発信などを行うとともに、様々な福祉分野のネットワークの中心として多様

な主体と連携し、地域に合わせたきめ細やかな地域福祉活動を推進します。 

 

（２）計画の情報共有と住民参加の推進 

①計画の周知・情報共有 

本計画や地域の活動や取組について、「広報りふ」やホームページへの掲載やＳＮＳ等を活用

し、さらに地域の回覧板や掲示板、イベントの機会等を通じて周知を図ります。 

 

②住民参加・参画の推進 

地域福祉の推進にあたっては、住民の参加・参画が欠かせません。挨拶を交わす、荷物を運ぶ

のを手伝う、募金をするなど、普段の暮らしの中で行っていることも地域福祉活動であるという

ことを啓発し、住民が考えているよりも地域福祉活動は気軽なものであるという意識の浸透を図

ります。 

地域のイベントやコミュニティ活動など住民主体の地域活動やボランティア活動、住民参加型

の事業・行事の開催などへの支援を通じて地域福祉活動の活性化を図り、住民が地域での福祉活

動に気軽に参加・参画できる地域づくりを推進します。 
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２ 計画の進行管理 

（１）進行管理 

計画の進行管理については、計画期間の最終年度において、成果指標の達成状況の評価を行い

ます。 

各関連計画に基づく事業の進行状況については、個々の計画において進行状況を把握し、評価・

検証を行い、適切な進行管理に努めます。 

本計画の期間は令和８年度から令和 12 年度までの５年間ですが、計画期間満了の時期である

令和 12 年度を目途に、あるいは計画期間の途中であっても、社会情勢の変化等を踏まえて必要

に応じて見直しを行います。 

 

（２）ＰＤＣＡサイクルによる評価・検証 

地域福祉の取組を効果的かつ継続的に推進するため、各関連計画の担当課と連携し、計画（Ｐ

ｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価 （Ｃｈｅｃｋ）、改善 （Ａｃｔｉｏｎ）というＰＤＣＡサイクルに基

づいて計画全体の進行管理を行い、計画を継続的に推進します。 
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資料編  

１ 利府町地域福祉計画策定懇話会設置要綱 

 （設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に基づく地域福祉計画の策定に当

たり、地域住民等の意見を反映させるため、利府町地域福祉計画策定懇話会（以下「策定懇

話会」という。）を置く。 

 （聴取事項等） 

第２条 懇話会は、委員から次の各号に掲げる事項について、意見等を聴取するものとする。 

（１）利府町地域福祉計画に関すること。 

（２）その他町長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 懇話会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

（１） 地域住民を代表する者 

（２） 地域福祉に関し学識経験のある者 

（３） 福祉関係団体を代表する者 

（４） 社会福祉を目的とする事業に従事する者 

（５） 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了する日までとする。 

 （会議） 

第５条 策定懇話会は必要に応じて町長が招集し、保健福祉部地域福祉課長が進行する。 

 （報償費等） 

第６条 策定懇話会に出席した委員に対し、予算の定めるところにより報償費及び旅費を支給

するものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員又は申出のあった委員には、支給しな

いものとする。 

 （庶務） 

第７条 策定懇話会の庶務は、地域福祉課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、策定懇話会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、計画の策定が完了したときに、その効力を失う。  
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２ 利府町地域福祉計画策定懇話会委員名簿 

 

No 団体名 役職 代表者名 

1 
東北学院大学地域総合学部 

地域コミュニティ学科 
教授 増子 正 

2 利府町社会福祉協議会 会長 伊藤 三男 

3 利府町行政区長会 会長 菅原 幸 

4 利府町民生委員児童委員協議会 会長 平岡 洋一 

5 利府町老人クラブ連合会 会長 星 典男 

6 利府町身体障がい者福祉協会 会長 富田 利子 

7 利府町ボランティア友の会 会長 小幡 康子 

8 ふれあいホームひなたぼっこ 所長 三浦 シメ子 

9 認定ＮＰＯ法人さわおとの森 専務理事 髙橋 繁夫 

10 
ママとコドモのほっこり親子教室 

りとるてって 
代表 須田 優佳 
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２ 利府町地域福祉計画策定懇話会委員名簿 
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３ 利府町地域福祉計画策定の経過 

 

実施（開催）月 会 議 等 

令和７年２月～３月 

利府町地域福祉に関する町民意識調査実施 

対 象：利府町民の 18 歳以上の一般市民 

2,000 人 

回収率：43.6％ 

令和７年６月～７月 

各種団体アンケート調査実施 

対 象：利府町内で活動する主要な福祉関係当事者団体等 

10 団体 

回収率：100.0％ 

令和７年７月 25 日 

第１回策定懇話会の実施 

・第４期地域福祉計画の策定方針及びスケジュールについて 

・計画策定の趣旨、国の動向等について 

・現状と課題について 

・基本理念について 

令和７年 10 月 23 日 
第２回策定懇話会の開催 

・第４期地域福祉計画（素案）について 

令和７年 11 月 27 日 

～12 月 26日 
パブリックコメントの実施 

令和８年１月 29 日 

第３回策定懇話会の実施 

・第４期地域福祉計画（最終案）について 

・第４期地域福祉計画（概要版）について 

令和８年２月中旬 
庁議 

 第４期地域福祉計画策定について決定 
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４ 用語解説 

【あ行】 

○ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

インターネット上で文章・写真・動画を通じて、情報交換や交流を行うサービス。 

○ＮＰＯ 

営利を目的とせず社会貢献活動を行う民間非営利組織。ボランティア団体や市民活動団体

も含まれ、医療、福祉、環境、文化芸術、人権問題、まちづくりなど、様々な分野で活動を

している。 

 

【か行】 

○介護予防サポーター 

介護予防サポーター養成講座で介護予防の基礎について学び、受講後は町や地域で行われ

る介護予防事業等を通じて、介護予防の普及・啓発活動を行う。 

 

【さ行】 

○自殺対策ネットワーク会議 

自殺対策は家庭や学校、職域など社会の全般に関係しており、総合的な対策を進めるため、

関係機関の連携のもと効果的な取組ができるよう幅広い関係機関や団体等で構成されてい

る。 

○自主防災組織 

地域での防災活動を自主的に行う組織。平常時には地域の安全点検、防災訓練、住民への

防災知識の普及・啓発、地域の要配慮者の生活状況の把握などを行うほか、災害時には初期

消火活動、救出救護活動、避難誘導など、初期段階での避難や支援に重要な役割を担う。 

○自助・共助・公助 

地域活動、防災活動などまちづくりにおける３つの柱のことで、自分（自助）・地域（共

助）・行政（公助）がそれぞれの役割を担い、相互に連携して安心・安全な地域を築いていく

という考え方。 

○社会福祉協議会 

社会福祉活動を推進することを目的とした非営利の民間組織。市区町村・都道府県・全国

単位で設置され、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、

関係機関などの参加・協力のもと、地域住民が住み慣れた町で安心して生活することができ

るよう活動している。 
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○生涯学習 

必要なことや興味関心のあることについて、生涯を通じて自分の意志で自由に学ぶこと。 

○小地域ネットワーク 

地域の民生委員・児童委員やボランティアなどの参加により、地域住民の困りごとに対し

て、早期発見・援助ができるよう地域にネットワークを構築する事業のこと。 

○情報バリアフリー 

障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が、情報通信を円滑に利用し、

必要な情報を適切に入手できること。 

○自立相談支援センター 

生活困窮者のための相談窓口。生活困窮に関する相談、就労支援、家計管理の助言や、福

祉サービスへの連携や地域生活の様々なサポート等、相談者の問題解決と自立に向けた支援

を行う。 

○スクールソーシャルワーカー 

児童生徒の置かれている環境に働き掛けてこどもの状態を改善するため，保護者・学校・

関係機関が協働できるように関係性を調整する役割。 

○生活困窮者 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人。 

○生活困窮者自立支援法 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人に対し、

自立の促進を図るための措置を講ずることを定めた法律のこと。 

○生活支援コーディネーター 

各地域包括支援センターに配置され、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ

るよう、地域の人・団体・サービスをつなぎ、支え合いの仕組みづくりをコーディネートす

る役割を担う。 

 

【た行】 

○ダブルケア 

子育てと親の介護を同時に行っている状態のこと。 

○男女共同参画 

男性と女性が、性別に関わりなく対等な構成員として社会のあらゆる分野に参画し、とも

に責任を担い、個性と能力を充分に発揮すること。 
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○地域コミュニティ 

町内会や学校区などを単位とした地域性を持つ集まりのこと。日常生活でのふれあいや共

同の活動などを通して地域の連帯感を築き、住民が自主的に自分たちの地域を住み良くして

いくための重要な基盤となる。 

○地域食堂 

年齢、性別、世代、障がいの有無等を問わず、地域住民が気軽に飲食を共にしながら、居

場所づくりや世代間交流等を目的として行う交流事業のこと。 

○地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活が続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・

生活支援のサービスを一体的に提供する体制のこと。 

○地域包括支援センター 

高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して過ごせるよう設置された、介護・福祉・健

康など様々な面から総合的に支えるための相談窓口。利府町地域包括支援センターでは、①

総合相談、②介護予防ケアマネジメント、③権利擁護、虐待の早期発見・防止、④介護予防

事業を行っている。 

○ＤＶ（ドメスティックバイオレンス） 

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から受ける暴力。 

○閉じこもり 

外出頻度が少なく、生活の活動空間がほぼ家の中のみへと狭小化する状態である。閉じこ

もると活動性が低下することにより、廃用症候群が発生、増悪し、さらに心身両面の活動能

力を失っていき、最終的に要介護状態へと進行すると考えられている。 

 

【な行】 

○認知症サポーター 

認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る等、

自分のできる範囲で活動する人であり、市町村等が開催する認知症の勉強会を受講すれば、

誰でもなることができる。 
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【は行】 

○8050（ハチマルゴーマル）問題  

高齢の親が、中高年のひきこもりの子どもを経済的・精神的に支え続ける社会問題のこと。 

○バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味。

段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしてい

る社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。 

○ＰＤＣＡサイクル 

計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、対策（Action）を繰り返すことにより、業務の

質や効率を向上するシステムのひとつ。 

○ひきこもり 

学校や仕事等の社会的参加を避け、家庭にとどまり続けている状態のこと。（他者と交わ

らない形での外出をしている場合も含む。） 

○避難行動要支援者 

災害時、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、児童など、自分一人で安全に避難すること

が困難な「要配慮者」の中でも、特に避難に支援が必要な人。 

○避難行動要支援者名簿 

災害対策基本法に基づき各市町村が作成した、避難時に特に支援が必要な「避難行動要支

援者」の名簿。生命・身体に危険が及ぶおそれがある場合、本人の同意なしに消防や警察な

どの関係機関に提供することができる。 

○福祉避難所 

災害時、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児など一般の避難生活が困難な要配慮者が避難

生活を送れるよう開設する避難施設。 

○フレイル 

加齢により心身が衰えた状態のこと。早期の対策で健常な状態に戻る可能性がある。 

○放課後児童健全育成事業 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対して、放課後に適切な遊び及び生活の

場を与え、その健全育成を図る、地域子ども・子育て支援事業の一つ。 

○ボランティア 

自発的に社会活動に参加する人、またはそのような活動のこと。医療、福祉、環境、文化・

芸術、人権など様々な分野で活動する団体がある。 
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【ま行】 

○宮城県障害者権利擁護センター 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が平成 24 年 10 月１日か

ら施行されたことに伴い、法第 36 条第１項の規定により設置された窓口。障害者虐待に関

する通報等に対応するとともに、関係機関・団体との連携を強化し、障害者及び養護者の支

援等を行う。 

○民生委員・児童委員 

民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された、社会奉仕の精神をもって、援護を必要

としている住民への相談対応や情報提供などの活動を行う人。 

 

【や行】 

○ヤングケアラー 

本来大人が担うべき家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的に行ってい

る 18 歳未満の子どものこと。 

○ユニバーサルデザイン 

バリアフリーは、障害によりもたらされるバリア（障壁）に対処する考え方であるのに対

し、ユニバーサルデザインは、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が

利用しやすいよう、都市や生活環境をデザインする考え方。 

○要配慮者 

高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児等の、平常時における防災活動や災害時における避難

行動、避難生活等に支援を要する人。 

 

【ら行】 

○利用者支援事業 

子ども家庭センター型は、すべての妊産婦及びこどもとその家庭を対象に妊娠期から子育

て期にわたるまでの切れ目のない相談支援を行い、基本型は、身近な場所において、こども

及びその保護者等が教育・保育施設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう支援を

行っている。 
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